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わ
が
最
高
裁
判
所
は
、
昭
和
二
十
三
年
以
来
、
そ
の
判
決
に
お
い
て
し
ば
し
ば
実
体
面
か
ら
死
刑
の
合
憲
性
を
肯
定
し
て
き
た
が
、
手
続
面
か

（

2
）
 

ら
合
憲
性
を
判
断
し
た
の
は
、
昭
和
三
十
六
年
七
月
十
九
日
の
大
法
廷
判
決
（
昭
和
三
十
二
年
あ
第
二
二
四
七
号
強
盗
殺
人
被
告
事
件
）
が
、
最
初
の
ケ
！

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
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明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

四

四

ス
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
絞
首
台
の
構
造
、
使
用
方
法
、
被
執
仔
者
の
京
扱
い
方
法
な
ど
を
規
定
し
た
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
「
絞

い
ま
な
お
現
行
法
と
し
て
の
効
カ
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
、
「
従
来
の
死
刑
不
絞

首
刑
）
合
憲
判
例
の
裏
打
と
な
る
べ
（
れ
」
判
決
で
あ
る
と
い
わ
れ
‘
さ
ら
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
死
刑
を
繰
る
憲
法
上
の
論
議
は
、
実
体
面
及
手

（

4
）
 

続
の
双
方
か
ら
一
応
終
止
符
を
J

打
た
れ
た
訳
で
あ
る
」
と
さ
え
批
評
さ
れ
た
ほ
ど
、
寒
に
重
要
な
判
決
で
あ
る
。

罪
器
械
図
式
」
が
、

事
案
は
、
二
名
共
謀
の
強
盗
殺
人
事
件
に
つ
き
、
昭
和
三
十
二
年
七
月
八
日
名
古
屋
高
等
裁
判
所
の
言
渡
し
た
死
刑
の
判
決
に
対
す
る
上
告
で

あ
っ
て
、
上
告
趣
意
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
、
被
告
人
A
担
当
の
弁
護
人
天
野
敬
一
氏
の
上
告
趣
意
第
六
点
す
な
わ
ち
「
死
刑
の

執
行
方
法
に
つ
い
て
法
律
の
定
め
が
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
方
法
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
敢
て
絞
首
刑
た
る
死
刑
を
宣
告
し
た
原
判
決
は

憲
法
三
一
条
、
三
六
条
に
違
反
す
る
」
と
主
張
し
た
点
が
、
そ
の
核
心
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

付

死
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
は
法
律
事
項
で
あ
る
が
（
憲
法
三
一
条
）
、
刑
法
は
「
死
刑
ハ
監
獄
内
ニ
於
テ
絞
首
シ
テ
之
ヲ
執

行
ス
」
と
規
定
す
る
め
み
で
（
一
一
条
一
項
）
、
絞
首
刑
の
執
行
方
法
を
特
定
し
て
お
ら
ず
、
刑
訴
法
、
監
獄
法
等
の
諸
法
律
に
も
絞
首
刑
の
執
行

方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
た
規
定
が
見
当
ら
な
い
。

tコ
絞
首
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
た
規
定
と
し
て
は
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
絞
罪
器
械
図
式
が
存
す

る
に
す
ぎ
な
い
が
、
右
布
告
は
、

ω明
治
十
三
年
太
政
官
布
告
第
三
十
六
号
旧
刑
法
の
施
行
に
伴
い
明
治
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
失
効

し
て
い
る
。

ω仮
に
然
ら
ず
と
す
る
も
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
日
本
国
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規
定
の
効
力
等

に
関
す
る
法
律
一
条
に
よ
り
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
失
効
し
て
い
る
。

ω右
ω及
び

ωの
点
を
別
と
し
て
も
、
そ
の
規
定
内
容

た
る
絞
首
刑
の
執
行
方
法
は
残
虐
で
あ
る
か
ら
憲
法
三
一
条
に
違
反
し
無
効
で
あ
る
。

同
所
定
の
地
上
絞
架
式
と
異
な
る
地
下
堀
割
式
に
統
一
さ
れ
て
お
り
、

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
の
点
・
を
別
と
し
て
も
、
現
在
わ
が
国
の
採
用
し
て
い
る
絞
首
刑
の
執
行
方
法
は
、
右
布
告

か
よ
う
に
地
下
堀
割
式
絞
首
方
法
が
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
法
令
上
の
根



拠
は
明
ら
か
で
な
く
、
即
ち
そ
れ
は
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
曲

制

以
上
の
如
く
、
法
律
の
規
定
に
基
か
ず
、

且
つ
如
何
な
る
執
行
方
法
が
採
ら
れ
る
か
判
ら
な
い
佳
に
絞
首
刑
た
る
死
刑
を
宣
告
す
る
こ

と
は
、
法
律
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
い
で
生
命
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
宣
告
す
る
に
等
し
い
か
ら
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
。

右
の
よ
う
な
上
告
論
旨
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
斎
藤
悠
輔
裁
判
官
一
人
だ
け
が
、
そ
の
所
論
は
上
告
適
法
の
理
由
と
み
と
め
が

た
い
と
さ
れ
た
以
外
は
、
横
田
喜
三
郎
長
官
他
十
二
裁
判
官
一
致
し
て
こ
れ
を
上
告
適
法
の
理
由
と
し
て
採
り
あ
げ
、
真
正
面
か
ら
判
断
を
く
だ

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
判
決
要
旨
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付

死
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
ば
、
新
旧
憲
法
下
に
お
い
て
法
律
事
項
で
あ
る
。

。明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、
死
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
。

従
っ
て
、
右
布
告
は
既
に
旧
憲
法
下
に
お
い
て
法
律
と
し
で
遵
由
の
効
力
を
有
し
て
い
た
も
の
と
解
す
る
。
そ
う
し
た
右
布
告
は
、
そ

同
開

の
制
定
後
今
日
に
至
る
ま
で
廃
止
さ
れ
又
は
失
効
し
た
と
認
む
べ
き
法
的
根
拠
は
何
ら
存
在
し
な
い
。
新
憲
法
下
に
お
い
て
も
法
律
と
同
一
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

帥

現
在
の
死
刑
の
執
行
方
法
は
、
右
布
告
所
定
の
死
刑
の
執
行
方
法
の
基
本
的
事
項
に
反
し
て
い
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
且
つ
そ
れ
は

憲
法
三
六
条
の
「
残
虐
な
刑
罰
」
に
当
ら
な
い
か
ら
、
右
布
告
は
新
憲
法
下
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
。

向

死
刑
に
関
す
る
現
行
法
制
と
し
て
は
、
刑
法
、
刑
訴
法
、
監
獄
法
等
の
諸
法
律
の
規
定
が
あ
る
ほ
か
、
憲
法
上
法
律
と
同
一
の
効
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
規
定
が
有
効
に

t

存
在
し
、
こ
れ
ら
の
諸
規
定
に
基
き
な
さ
れ
た
本
件
死
刑
の
宣

告
は
、
憲
法
三
一
条
に
い
う
「
法
律
の
定
め
る
手
続
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
謂
憲
法
コ
二
条
違
反
の
主
張
は
採
る
を
得

‘、、
0

4
μ
E
V
 

之
の
よ
う
に
、
上
告
趣
旨
と
そ
れ
に
対
す
る
大
法
廷
判
決
に
は
、
多
く
の
争
点
が
あ
る
が
、
そ
の
中
心
点
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
結
局
、
明
治

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
揚
力

五

（五
V



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

...... ，、

（六〉

六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
の
存
否
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
右
布
告
が
現
在
も
な
お
現
行
法
と
し
て
の
効
力
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る

か
否
か
が

キ
1
・
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
、
私
が
検
討
し
た
い
の
は
、
こ
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
判
決
は
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
六
五
号
は
、
同
布
告
の
制
定
後

（

9
）
 

今
日
に
至
る
ま
で
廃
止
さ
れ
ま
た
は
失
効
し
た
と
認
む
べ
き
法
的
根
拠
は
何
ら
存
在
し
な
い
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
が
、

私
は
法
制
史
家
と
し

て
、
こ
の
見
解
に
ふ
か
い
疑
問
を
も
っ
。

と
は
い
う
も
の
の
、
私
は
、
上
告
趣
旨
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
右
布
告
が
、
明
治
十
五
年
「
刑

法
」
の
施
行
に
よ
り
、
あ
る
い
は
昭
和
二
十
二
年
「
日
本
国
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規
定
の
効
力
等
に
関
す
る
法
律
」
の
施

行
に
よ
っ
て
効
力
を
失
っ
た
と
い
う
論
議
を
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
く
り
か
え
そ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
者
は
と
も
か
く
、
と
く
に
後
者
は

現
行
法
的
争
点
で
あ
り
、
法
制
史
家
の
容
嫁
す
べ
き
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
所
定
の
「
絞
架
」
図
式
は
、
明
治
十
五
年
刑
法
の
施
行
に
先
立
ち
、
す
で
に
明
治
十
四

年
九
月
十
八
日
（
明
治
五
年
監
獄
則
が
失
効
し
た
臼
）
限
り
、
成
文
法
的
裏
付
け
を
失
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
。

表
し
た
拙
稿
「
近
代
日
本
の
絞
首
台
」
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
右
拙
稿
は
絞
首
台
そ
の
も
の
の
変
遷
を
考
察
し
た
論
考
で
あ
っ
た
た

め
、
右
布
告
の
失
効
問
題
に
つ
い
て
は
十
分
に
意
を
悉
く
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
右
布
告
の
効
力
の
問
題
だ
け
に
そ
の
焦
点
を

こ
の
こ
と
は
、

昭
和
こ
十
六
年
に
発

し
ぼ
り
、
未
熟
な
が
ら
私
の
所
見
を
詳
述
し
て
み
た
い
と
思
う
。

〈

1
〉
「
死
刑
を
定
め
た
刑
法
の
規
定
は
違
憲
で
は
な
い
」
（
昭
和
二
十
三
年
三
月
十
二
日
大
法
廷
判
決
・
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
・
第
二
巻
三
号
一
九
一
頁
以
下
て
「
刑

法
の
死
刑
の
規
定
は
、
憲
法
第
九
条
に
違
反
し
な
い
」
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
十
八
日
大
法
廷
判
決
・
前
掲
書
・
第
五
巻
五
号
九
二
三
頁
以
下
）
、
「
現
在
わ
が
国
の
採
用
し

て
い
る
方
法
に
よ
る
絞
首
刑
は
、
憲
法
第
三
六
条
に
い
う
残
虐
な
刑
罰
に
お
た
ら
な
い
」
（
昭
和
三
十
年
四
月
六
日
大
法
廷
判
決
・
前
掲
書
・
第
九
巻
四
号
六
六
三
頁
以

下
）
、
「
死
刑
の
規
定
は
憲
法
第
二
五
条
、
第
一
三
条
に
違
反
し
な
い
」
（
昭
和
三
十
三
年
四
月
十
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
前
掲
書
・
第
一
二
巻
五
号
八
三
九
頁
以
下
、
同

年
六
月
二
十
七
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
前
掲
書
・
第
一
二
巻
一

O
号
二
三
三
二
頁
以
下
）
等
。

（

2
）
前
掲
判
例
集
・
第
一
五
巻
七
号
一
一
六
O
頁
以
下
、
裁
判
所
持
報
第
一
↑
一
三
四
号
三
頁
以
下
、
判
例
時
報
第
二
六
六
号
九
頁
以
下
等
参
照
。
こ
の
判
決
の
解
説
に
、
栗



田
正
可
死
刑
の
宣
告
は
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
か
」
（
ジ
ェ
リ
ス
ト
第
二
三
二
号
五

O
頁
以
下
て
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
五
号
の
効
力
、
死
刑
の
宣
告
は
憲
法
第

三
一
条
に
違
反
す
る
か
」
（
法
曹
時
報
第
二
二
巻
九
号
二
二
五
頁
以
下
）
等
が
あ
る
。
栗
田
氏
は
最
高
裁
判
所
調
査
官
で
、
同
事
件
の
担
当
者
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の

主
な
る
批
評
に
、
伊
藤
栄
樹
「
死
刑
と
憲
法
第
三
一
条
｜
｜
最
高
裁
大
法
廷
の
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
（
警
察
研
究
第
三
二
巻
九
号
三
頁
以
下
）
、
金
沢
文
雄
「
今
年
の
判
例

を
顧
り
み
る
｜
｜
刑
法
」
（
法
律
時
報
第
三
三
巻
一
二
号
四
八
頁
｜
四
九
頁
）
、
！
所
一
彦
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
五
号
の
効
力
、
死
刑
の
宣
告
は
憲
法
第
三
一
条
に

違
反
す
る
か
」
（
警
察
研
究
第
三
四
巻
四
号
八
九
頁
以
下
）
、
正
木
亮
「
蘇
っ
た
太
政
官
布
告

i
l最
高
裁
の
絞
首
刑
合
憲
判
決
批
判
｜
｜
」
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
昭
和
三
十

六
年
九
月
号
五
四
頁
以
下
〉
等
が
あ
る
。

（3
〉
栗
田
・
前
掲
解
説
・
前
掲
ジ
ユ
リ
ス
ト
・
五

O
頁。

（4
）
栗
田
・
前
掲
解
説
・
前
掲
法
曹
時
報
・
一
四
二
頁
。

（5
）
栗
田
氏
の
要
約
に
よ
る
。
前
掲
法
曹
時
報
・
二
三
ハ
頁
。

〈

6
〉
斎
藤
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
は
「
刑
訴
法
は
、
被
告
事
件
に
つ
い
て
犯
罪
の
証
明
が
あ
っ
た
と
き
は
刑
訴
法
三
三
五
条
所
定
の
要
件
を
示
し
て
刑
の
言
渡
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
す
る
に
止
り
：
；
：
そ
の
執
行
方
法
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
な
い
。
死
刑
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
は
、
刑
法
一
一
条
、

刑
訴
法
四
七
五
条
以
下
、
監
獄
法
七
一
条
、
七
二
条
等
に
お
い
て
別
に
規
定
し
て
お
り
、
判
決
の
作
成
、
言
渡
等
の
関
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
き

れ
ば
、
所
論
（
上
告
趣
旨
｜
｜
手
塚
註
）
は
、
原
判
決
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
刑
の
執
行
方
法
に
つ
き
独
特
の
見
解
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
上

告
適
法
の
理
由
と
認
め
難
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（7
〉
栗
田
氏
の
要
約
に
よ
る
。
前
掲
法
曹
時
報
・
一
三
七
頁
。

（8
）
ー
島
保
、
河
村
又
介
、
池
田
克
、
石
坂
修
一
各
裁
判
官
の
少
数
意
見
に
よ
る
と
、
死
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
基
本
的
事
項
は
も
ち
ろ
ん
法
律
事
項
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
、
監
獄
法
等
の
法
律
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
憲
法
第
三
一
条
の
要
請
は
す
で
に
充
た
さ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第

六
五
号
は
、
死
刑
執
行
の
細
目
的
手
続
を
定
め
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
右
布
告
が
現
在
法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
か
否
か
を
問
う
ま
で
も
な
く
、
所
謂
憲
法
第
三
一

条
違
反
の
主
張
は
採
る
を
得
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
河
村
裁
判
官
は
、
右
布
告
が
現
在
も
な
お
命
令
と
し
て
の
効
力
は
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

金
沢
助
教
授
、
伊
藤
検
事
の
見
解
は
、
こ
の
河
村
裁
判
官
の
説
に
同
調
さ
れ
て
い
る
（
金
沢
・
前
掲
論
文
・
前
掲
法
律
時
報
・
四
八
頁
、
伊
藤
・
前
掲
論
文
・
前
掲
警
察

研
究
・
一
二
頁
）
。

（9
）
同
布
告
の
性
質
を
「
命
令
」
と
さ
れ
る
河
村
裁
判
官
の
少
数
意
見
も
、
こ
の
点
で
は
判
決
と
同
じ
で
あ
る
。

（
凶
）
同
布
告
が
、
新
憲
法
の
施
行
に
よ
っ
て
昭
和
二
十
二
年
五
月
三
日
限
り
、
あ
る
い
は
ま
た
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
二
号
「
日
本
国
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を

有
す
る
命
令
の
規
定
の
効
力
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
う
て
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
失
効
し
た
、
と
み
る
見
解
は
、
向
江
嘩
悦
弁
護
士
に
よ
り
く
り
か
え
し

主
張
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
（
例
え
ば
、
「
い
ま
の
死
刑
執
行
は
憲
法
違
反
だ
」
日
本
週
報
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
五
日
号
四
九
頁
、
「
絞
首
刑
違
憲
論
凶
」
法
律

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

七

（七）



明
伯
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

八

（八〉

の
ひ
ろ
ば
昭
和
三
十
三
年
三
月
手
四
四
頁
、
「
死
刑
廃
止
論
の
研
究
」
昭
和
三
十
五
、
年
刊
・
三
八
一
頁
l
三
八
二
頁
、
四
九
九
頁
等
参
照
）
．

「
日
）
拙
稿
「
近
代
日
本
の
絞
首
合
」
・
三
色
旗
第
三
五
号
一
八
頁
以
下
。
、
拙
著
「
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
」
（
昭
和
三
十
一
年
）
二
五
五
頁
以
下
に
収
録
。
な
お
、
拙
稿

「
生
き
返
っ
た
死
刑
囚
」
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
昭
和
三
十
一
一
一
年
九
月
号
六
八
頁
以
下
参
照
ソ

死
刑
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
昭
和
三
十
五
年
九
月
二
十
八
日
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
は
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
が
「
学
界
に
お
い
て
は
：
：
：
明
治
十
四

年
新
監
獄
則
の
施
行
と
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
と
の
説
が
あ
る
」
（
判
例
時
報
第
二
三
八
号
一
八
頁
、
向
江
・
前
掲
死
刑
廃
止
論
の
研
究
・
五
三
九
頁
）
と
し
て
、
前
掲
拙

著
を
引
用
し
て
い
る
が
、
私
見
に
対
す
る
是
非
の
判
断
は
下
し
て
い
な
か
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
制
定
と
、
新
律
綱
領
改
正
、
追
加
の
様
式

明
治
維
新
後
、
最
初
に
法
定
さ
れ
た
絞
首
台
で
あ
る
新
律
綱
領
（
明
治
三
年
十
二
月
）
獄
具
図
所
載
の
「
絞
柱
」
は
、
そ
の
機
構
が
不
完
全
で

め
っ
た
た
め
受
刑
者
の
苦
痛
が
は
げ
し
い
の
で
、
明
治
五
年
八
月
、
司
法
省
は
器
械
の
改
正
を
太
政
官
に
伺
い
出
で
、
そ
の
結
果
、
香
港
、
シ
ン

ガ
ポ

l
ル
で
使
用
中
の
英
国
式
絞
首
台
を
模
倣
し
て
「
絞
架
」
を
試
作

明
治
六
年
二
月
二
十
日
、
太
政
官
布
告
を
以
て
こ
の
改
正
器
械
の
図
式
を
各
府
県
へ
指
示
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
近
代
日
本
の
絞

首
台
」
に
お
い
て
詳
論
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。
こ
の
布
告
が
、
本
稿
の
主
題
た
る
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
で
あ

（
こ
の
改
正
準
備
中
に
、
絞
柱
に
よ
る
処
刑
後
の
蘇
生
事
件
が
何
回
か
発
生
し
た
て

る。
こ
の
布
告
に
は
「
絞
罪
器
械
別
紙
閣
式
ノ
通
リ
改
正
相
成
候
間
各
地
方
－
一
於
テ
右
図
式
ニ
従
ヒ
製
造
可
致
事
」
と
あ
り
、
全
体
の
構
造
、
各
部

方
の
様
式
、
寸
法
等
に
つ
い
て
詳
細
な
図
形
を
載
せ
、
そ
の
執
行
方
法
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

凡
絞
刑
ヲ
行
フ
ニ
ハ
、
先
ツ
両
手
ヲ
背
ニ
縛
シ
、
紙
ニ
テ
面
ヲ
掩
ヒ
、
引
テ
絞
架
－
一
登
セ
、
揺
板
上
－
一
立
シ
メ
、
次
ニ
両
足
ヲ
縛
シ
、
次
－
一
絞
縄
ヲ
首
領
ニ
施

エ
リ
（
手
塚
註
）

シ
、
其
咽
喉
ニ
当
ラ
シ
メ
、
縄
ヲ
穿
ツ
ト
コ
ロ
ノ
鉄
鎧
ヲ
、
頂
後
－
一
及
ホ
シ
、
之
ヲ
緊
縮
ス
。
次
－
一
機
車
ノ
柄
ヲ
抗
ケ
ハ
、
踏
板
忽
チ
開
落
シ
テ
、
囚
身
（
地
ヲ

離
ル
凡
一
尺
）
空
ニ
懸
ル
、
凡
二
分
時
、
死
一
相
ヲ
験
シ
テ
、
解
下
ス
。
（
利
時
点
）



前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
新
律
綱
領
獄
具
図
中
に
「
絞
柱
」
の
規
定
が
あ
り
、
そ
れ
を
改
正
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
布
告
は
新
律
綱
領
の
一

部
改
正
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
掲
の
ご
と
く
布
告
の
冒
頭
に
「
改
正
相
成
候
間
云
々
い
』
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
余
り
に
も
明
ら
か
で
あ

る
新
律
綱
領
は
、
そ
の
頒
布
後
、
改
定
律
例
施
行
ま
で
の
約
三
年
半
の
聞
に
、
部
分
的
改
正
や
追
加
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。

改
正
さ
れ
た
の

は
、
た
だ
「
絞
柱
」
の
規
定
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
う
し
た
一
部
改
正
法
（
追
加
の
場
合
を
ふ
く
む
）
の
形
式
、
性
格
、
作
用
等
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
形
式
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

付

一
部
改
正
の
場
合
は
、
主
と
し
て
太
政
官
布
告
を
以
て
行
わ
れ
、

律
別
紙
／
通
改
正
相
成
候
条
以
来
ハ
此
例
ニ
照
シ
処
断
可
致
事
」
と
い
う
が
ご
と
き
前
文
が
附
さ
れ
、
次
に
改
正
条
項
を
か
か
げ
て
発
布
さ
れ

（

3
）
 

た
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
前
文
を
欠
き
、
次
の
ご
と
く
た
だ
改
正
条
項
だ
け
を
発
布
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。

「
O
O律
別
紙
ノ
通
改
正
候
条
此
段
相
達
侯
事
」

あ
る
い
は
「

0
0

明
治
五
年
八
月
三
日

第
二
百
十
六
号

兇
徒
緊
衆
ノ
律
内
附
和
随
行
ノ
者
ハ
論
ス
ル
勿
レ
ト
有
之
候
処
自
今
改
テ
違
令
ノ
軽
重
ニ
・
照
シ
購
罪
可
申
付
事

太
政
官
布
告

こ
れ
は
、
賊
盗
律
「
兇
徒
家
衆
」
の
条
の
一
部
改
正
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
改
正
の
た
め
の
太
政
官
布
告
の
内
容
上
の
形
式
は
、
特
定
し

て
い
な
か
っ
た
と
み
て
い
い
。

。

（

4
）
 

一
部
改
正
が
太
政
官
布
告
に
よ
ら
ず
、
司
法
省
何
に
対
す
る
太
政
官
指
令
の
形
式
で
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

司
法
省
伺

明
治
五
年
五
月
四
日

時
博
／
儀
世
一
士
族
ハ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
除
プ
一
寸
一
処
シ
来
候
へ
共
畢
克
遊
戯
ノ
所
業
盗
賊
同
様
ニ
モ
論
シ
難
ク
抑
苛
酷
－
一
相
見
候
間
以
来
賭
博
ノ
儀
ハ
破
廉
恥
甚

ノ
部
ヲ
除
ハ
キ
常
律
ト
一
体
ニ
閏
刑
－
一
処
シ
い
ぺ
椋
御
改
正
相
成
度
此
段
相
向
候
也

太
町
官
掃
令

明
治
五
年
五
月
十
二
日

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

九

（九）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

一ヘ
U

（

一

O〉

伺
之
通

こ
れ
は
、
名
例
律
「
間
刑
」
の
条
の
一
部
改
正
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
太
政
官
指
令
で
改
正
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
太
政
官
布
合

を
以
て
追
認
の
形
を
採
る
場
合
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
名
例
律
「
閏
刑
」
の
条
の
士
族
を
「
庶
人
ト
為
ス
」
と
い
う
刑
名
が
、
明
治
五
年
四
月

日
欠
太
政
官
指
令
（
同
年
三
月
二
十
五
日
司
法
省
伺
）
で
「
除
族
」
と
改
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
明
治
六
年
二
月
八
日
太
政
官
布
告
第
四
十

四
号
を
以
て
発
布
さ
川
、
あ
る
い
は
、
名
例
律
「
官
吏
犯
私
罪
」
の
条
が
、
明
治
五
年
八
月
二
十
九
日
太
政
官
布
告
第
二
百
四
十
四
号
で
改
正

さ
れ
、
そ
の
中
の
一
部
を
同
年
十
月
九
日
太
政
官
指
令
（
周
年
十
月
日
欠
司
法
省
伺
）
で
ふ
た
た
び
改
正
し
た
と
こ
ろ
、
つ
や
つ
い
て
そ
の
内
容

が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
同
年
十
月
二
十
四
日
太
政
官
布
告
第
三
百
二
十
一
号
を
以
て
発
布
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
点
か
ら
み
る
と
、
改
正
の
場
合

の
形
式
は
、
な
る
べ
く
太
政
官
布
告
を
以
て
す
る
と
い
う
方
針
が
採
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

品
目

追
加
の
場
合
も
、
太
政
官
布
告
を
以
て
す
る
場
合
と
、
司
法
省
伺
に
対
す
る
太
政
官
指
令
を
以
て
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
太
政
官
布
告

を
以
て
す
る
追
加
の
場
合
、
綱
領
中
の
ど
こ
に
追
加
す
る
か
を
明
示
す
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
明
示
さ
れ
た
例
と
し

｛叩）

て
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

明
治
六
年
三
月
三
日

第
八
十
三
号

雑
犯
律
失
火
条
例
捌
紙
ノ
通
創
立
相
定
相
成
候
条
此
段
相
達
候
事

（日）

明
治
六
年
三
月
二
日
発

太
政
官
布
告

失
火
律
条
例

凡
大
廟
及
ヒ
山
陵
内
－
一
於
テ
、
失
火
ス
ル
者
、
律
ニ
依
リ
罪
ヲ
科
ス
ル
ノ
外
、
官
幣
菌
幣
大
社
ハ
山
陵
ト
同
シ
ク
論
シ
、
中
社
ハ
杖
一
百
、
小
社
ハ
杖
九
十
、

府
県
社
ハ
杖
七
十
、
郷
社
ハ
杖
六
十
、
延
焼
ス
ル
者
ハ
、
各
本
罪
三
ニ
等
ヲ
減
ス
。
減
シ
テ
人
ノ
宅
舎
ヲ
延
焼
ス
ル
ヨ
リ
軽
ク
、
若
ク
ハ
等
キ
ハ
、
並
－
二
等

ヲ
加
フ
。
（
拘
繍
点
）

こ
れ
は
、
雑
犯
律
「
失
火
L

の
条
へ
の
追
加
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
ブ
追
加
す
べ
き
個
所
を
明
示
し
な
い
例
と
し



待
ご

て
、
次
の
ご
と
き
も
の
が
あ
る
σ

明
治
六
年
三
月
七
日

第
九
十
五
号

富
弓
殺
傷
人
律
別
紙
ノ
通
創
定
相
成
候
条
此
旨
相
達
候
事

太
政
官
布
告

明
治
六
年
三
月
七
日
発

凡
深
山
噴
野
猛
獣
ノ
往
来
ス
ル
処
ニ
於
テ
、
院
解

γ
穿
作
シ
及
ヒ
即
曲
目
勺
ヲ
安
置
シ
テ
、
郡
山
子
及
ヒ
吹
田
町
動
ヲ
立
サ
ル
者
ハ
答
四
十
、
以
テ
人
ヲ
傷
ス
ル
者
ハ
関

富
弓
殺
傷
人
律

殴
傷
－
二
－
一
等
、
ヲ
減
ス
。
減
シ
テ
本
罪
ヨ
り
軽
キ
者
ハ
、
本
罪
ニ
依
テ
論
シ
、

死
ニ
致
ス
者
〈
徒
三
’
年
。

ス
。
若
シ
深
山
噴
野
ニ
非
ス
シ
テ
人
ヲ
殺
傷
ス
ル
者
ハ
、
車
馬
殺
傷
人
律
ニ
依
ル
。
（
拘
概
点
）

何
ホ
埋
葬
金
二
十
五
円
ヲ
追
シ
テ
死
者
ノ
家
ニ
給
付

こ
の
場
合
は
、

と
く
に
綱
領
の
ど
こ
に
追
加
す
べ
き
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
、
人
命
律
下
「
車
馬
殺
傷

人
」
の
条
の
次
か
、
あ
る
い
は
人
命
律
下
の
末
尾
に
追
加
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。

駒

追
加
が
太
政
官
指
令
で
行
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
も
と
め
た
司
法
省
伺
の
内
容
に
よ
っ
て
、
綱
領
の
い
ず
れ
の
個
所
の
追
加
で
あ
る

一
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

か
が
判
明
す
る
。

司
法
省
伺

明
治
五
年
四
月
十
日

新
律
内
ニ
大
柁
大
社
神
御
神
宝
ヲ
盗
ム
ノ
条
有
之
候
へ
共
其
以
下
未
タ
区
分
無
之
候
ニ
付
別
紙
ノ
如
グ
条
例
相
定
メ
申
度
依
テ
律
案
ヲ
添
相
伺
候
也

（
別
紙
）

盗
大
柁
神
御
物
条
例

凡
伊
勢
神
宮
及
ヒ
宮
中
神
殿
ヲ
以
テ
大
相
大
社
ト
為
シ
、
其
神
御
神
宝
ヲ
盗
ム
者
ハ
、
律
ニ
依
リ
罪
ヲ
科
ス
ル
外
、
官
幣
国
幣
大
社
ノ
神
宝
ヲ
盗
ム
者
ハ
流
三

等
、
中
社
ハ
徒
三
年
、
小
社
ハ
徒
二
年
半
、
府
県
社
ハ
杖
一
百
、
郷
社
ハ
杖
九
十
、
臓
ニ
計
へ
重
キ
者
ハ
各
盗
罪
ヲ
以
テ
論
ス
。
（
利
均
R
）

太
政
官
指
令

明
治
五
年
六
月
九
日

伺
之
通明

治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

（一一〉



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
ー
号
の
効
力

r、
一一一、ー，

こ
の
「
別
紙
」
に
あ
る
律
案
の
題
名
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
、
賊
盗
律
「
盗
大
祖
神
御
物
」
の
条
に
追
加
す
べ
き
’
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
ρ

と
こ
ろ
で
、
前
に
述
べ
た
改
正
の
場
合
と
同
様
に
、
太
政
官
指
令
で
追
加
を
み
と
め
た
も
の
を
、
ふ
た
た
び
太
政
官
布
告
で
追
認
の
形
を
採

っ
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
明
治
五
年
三
月
四
日
太
政
官
指
令
（
同
年
二
月
十
八
日
司
法
省
伺
）
で
綱
領
首
巻
に
追
加
さ
れ
た
「
官
吏
罰
俸
例

（お）

図
」
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
同
年
十
月
二
十
四
日
太
政
官
布
告
第
三
百
二
十
一
号
を
以
て
発
布
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
き
で
あ
る
。
改
正
の
場

合
と
同
様
に
、
追
加
の
場
合
も
、
な
る
べ
く
太
政
官
布
告
を
以
て
す
る
と
い
う
考
慮
が
な
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

特
殊
の
例
と
し
て
、
追
加
が
司
法
省
布
達
を
以
て
行
わ
れ
た
の
が
二
件
だ
け
あ
る
。
明
治
六
年
三
月
八
日
司
法
省
布
達
第
二
十
九
号

｛
国
）

「
給
没
駐
物
律
条
例
」
と
、
同
年
三
月
十
五
日
司
法
’
省
布
達
第
三
十
六
号
「
老
少
療
疾
収
臆
律
条
例
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
同
年
三
月
五
日
太

政
官
指
令
（
同
年
二
月
二
十
八
日
司
法
省
伺
）
を
う
け
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
何
、
指
令
が
み
あ
た
ら
な

ぬ
い
。
司
法
省
が
独
特
の
判
断
で
布
達
を
出
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
関
す
る
伺
、
指
令
の
資
料
が
、
煙
滅
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、
新
律
綱
領
に
対
す
る
改
正
、
追
加
は
、
太
政
官
布
告
、
太
政
官
指
令
、
司
法
省
布
達
の
三
形
式
で
行
わ
れ
た
。
太
政
官
布
告

（
今
日
の
狭
義
の
法
律
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
）
を
以
て
す
る
場
合
は
問
題
な
い
と
し
て
、
司
法
省
伺
に
対
す
る
太
政
官
指
令
あ
る
い
は
司
法
省
布
達
（
今
何
の

法
務
省
令
に
ほ
ぼ
該
当
す
る
）
を
以
て
す
る
改
正
、
追
加
に
は
、
効
力
上
の
疑
問
が
多
少
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
の
刑
事
法
は
、
罪
刑
法
定
主

義
の
原
則
に
よ
ら
ず
、
そ
れ
が
た
め
綱
領
に
成
文
の
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
太
政
官
の
指
令
を
あ
お
い
で
処
断
す
る
こ
と
も
行
わ
れ

た
。
例
え
ば
各
種
の
内
乱
事
件
に
対
す
る
処
刑
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
新
律
綱
領
自
体
も
、
そ
の
上
諭
に
「
内
外
有
司
其
之
ヲ
遵
守
セ
ヨ
」
と

あ
る
ご
と
く
、
官
庁
に
対
す
る
訓
示
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
司
法
省
伺
に
対
す
る
太
政
官
指
令
を
以
て
寸
る
改
正
、
追
加
も
、
当

時
と
し
て
は
、
あ
な
が
ち
違
法
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
太
政
官
指
令
に
根
拠
を
有
し
允
と
息
わ
れ
る
司
法
省
布
達
の
場
合
も
、

ま



た
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
問
題
は
、
そ
う
し
た
一
部
改
正
法
ま
た
は
追
加
法
が
、
ど
ん
な
形
式
で
だ
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
が
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
発
揮
し
た
の
か
‘
す
な
わ
ち
綱
領
自
体
の
本
文
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
か
の
点
で
あ
る
。

い
い
か
え
る

と
、
そ
う
し
た
一
部
改
正
法
ま
た
は
追
加
法
の
作
用
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
い
。

新
律
綱
領
は
、
わ
が
中
古
の
律
、
明
、
清
律
を
典
拠
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
純
然
た
る
「
律
」
系
統
の
刑
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
改
正
、

追
加
の
た
め
に
採
ら
れ
た
措
置
は
、
「
律
」
独
特
の
様
式
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

う
け
つ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
之
を
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
、
新
律
綱
領
改
正
増
補
の
問
題
は
、
こ
れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

わ
が
中
古
の
律
と
そ
れ
に
対
す
る
格
と
の
関
係
が
、

そ
こ
に

い
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

一
部
改
正
の
場
合
を
み
る
に
、
改
正
法
た
る
太
政
官
布
告
そ
の
他
が
出
さ
れ
て
も
、
綱
領
の
本
文
か
ら
そ
の
改
正
部
分
が
削
り
去
ら

れ
、
改
正
の
法
文
と
い
れ
か
わ
る
わ
け
で
は
な
え
、
改
正
の
対
象
と
な
っ
た
綱
領
の
本
支
も
原
形
の
ま
ま
法
典
中
に
残
存
し
、
た
だ
そ
の
部
分
の

効
力
が
改
正
法
の
存
続
中
は
、
停
止
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
改
正
法
が
な
ん
ら
か
の
理
由
で
取
消
か
廃
止
に
な
れ
ば
、
綱
領
の

原
文
が
ふ
た
た
び
効
力
を
復
活
し
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
芳
次
に
実
例
を
あ
げ
て
立
証
し
て
み
た
い
。

綱
領
の
関
殴
律
「
父
祖
被
段
」
の
中
に
、

若
・
シ
組
父
母
P

父
母
。
人
ニ
殺
ザ
レ
。
予
孫
。
‘
檀
ニ
行
兇
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
。
答
五
十
。
其
即
時
三
殺
死
シ
。
及
ヒ
曽
テ
官
ニ
告
ル
者
ハ
。
論
ス
ル
沼
ト
勿
レ
．

と
い
う
規
定
が
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
仇
討
に
関
す
る
条
文
で
、
無
届
仇
討
の
殺
人
が
「
答
五
十
」
、
現
場
、
で
の
仇
討
ま
た
は
届
出
済
の
仇

討
の
場
合
は
、
殺
人
も
罪
に
間
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
明
治
六
年
二
月
七
日
太
政
官
布
告
第
三
十
九
号
を
以
て
、
次
の
ご

と
く
改
正
さ
れ
た
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

す，，....

4’崎、

一一ー→一‘、，，



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

四

〈
一
回
）

新
律
父
祖
被
殴
律
別
紙
ノ
通
改
正
相
成
候
条
此
段
相
達
候
事

父
祖
被
殴
律

明
治
六
年
二
月
二
日
改
正

父
祖
被
殴
律
祖
父
母
父
母
人
ニ
殺
サ
レ
子
孫
撞
－
一
行
兇
人
ヲ
殺
ス
以
下
ヲ
廃
シ
若
シ
犯
ス
者
ア

ν
ハ
臨
時
奏
請
シ
テ
区
処
ス

い
わ
ゆ
る
復
讐
禁
止
令
（
明
治
六
年
二
月
七
日
太
政
官
布
告
第
三
十
七
号
）
の
発
布
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
経
し
か
し
、
「
復
讐
禁
止

被
仰
出
候
－
一
付
テ

m
一
定
ノ
刑
名
無
之
候
テ
ハ
不
相
成
候
」
（
明
治
六
年
三
月
十
七
日
司
法
省
伺
）
と
い
う
司
法
省
の
主
張
が
通
り
、
同
年
四
月
二
日
太

（泌）

政
官
布
告
第
百
こ
十
ご
号
を
以
て
、
次
の
ご
と
く
ふ
た
た
び
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
は
、

父
祖
被
殴
律
別
紙
ノ
通
リ
改
正
候
条
此
旨
相
達
候
事

但
本
年
第
三
十
九
号
布
告
同
律
ハ
取
消
候
事

父
祖
被
殴
律

明
治
六
年
四
月
二
日
改
正

父
祖
被
殴
律
。
祖
父
母
父
母
。
人
ニ
殺
サ
レ
．
子
孫
。
撞
ニ
行
兇
人
ヲ
殺
ス
者
ハ
ι
器
開
殺
ヲ
以
テ
論
シ
。

斬
。
其
即
時
三

殺
死
ス
ル
者
ハ
。

論
ス
ル
コ
ト
勿

ν ． 注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
再
改
正
の
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
回
目
の
改
正
法
た
る
四
月
二
日
布
告
は
、
最
初
の
改
正
法
た
る
二
月
七
日
布

告
を
取
消
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
綱
領
の
原
文
の
効
力
が
復
活
す
る
。
き
れ
ば
、
二
回
目
の
修
正
も
、
直
接
に
綱
領
の
原
文
「
父
祖
被
殴
律
」

を
改
正
す
る
と
い
う
形
式
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
再
改
正
の
場
合
、
前
の
改
正
法
を
後
の
改
正
法
で
、
蒋
修
正
す
る
と
い
う
形
式
が
採
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
名
例
律

「
勅
奏
官
位
犯
罪
」
の
条
の
改
正
の
ご
と
き
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
原
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

凡
勅
奏
官
位
。
罪
ヲ
犯
セ
ハ
。
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
。
旨
ヲ
請
ヒ
。
推
問
シ
。
律
ニ
依
リ
。
刑
名
ヲ
正
言
上
請
シ
テ
。
区
処
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
。
若
シ
華
族
。
授

任
ヲ
経
ナ
ル
者
モ
。
亦
此
律
ニ
依
ル

勅
任
官
〔
一
ニ
等
官
以
上
の
官
吏
）
、
勅
授
位
（
従
四
位
以
上
で
任
官
し
て
い
な
い
者
て
奏
任
官
（
七
等
官
以
上
の
官
吏
）
、
奏
授
位
（
従
五
位
以
上
で
任
官
し
て
い



推
問
も
処
断
も
で
き
な
い
趣
旨
の
規

定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
明
治
五
年
三
月
十
二
日
太
政
官
布
告
第
八
十
号
を
以
て
、
次
の
ご
と
く
改
正
さ
れ
た
。

な
い
者
）
、
勅
奏
の
官
位
に
就
い
て
い
な
い
華
族
等
の
犯
罪
は
、
ま
ず
「
奏
聞
」
「
旨
ヲ
請
」
わ
な
け
れ
ば
、

新
律
綱
領
中
勅
奏
官
位
犯
罪
ノ
条
今
般
左
ノ
通
リ
条
例
相
立
候
間
此
段
相
達
候
事

勅
奏
官
位
犯
罪
条
例

凡
勅
奏
官
及
非
職
華
族
罪
ヲ
犯
セ
ハ
、
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
、
旨
ヲ
請
ヒ
、
推
問
ス
ト
雄
モ
、
若

γ
事
急
卒
ニ
出
テ
、
即
時
推
問
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
、
推
問

シ
テ
後
ニ
奏
聞
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ル
ス
。
其
公
罪
及
過
誤
失
錯
ニ
係
リ
、
待
罪
ノ
文
案
明
白
ニ
シ
テ
、
推
間
ヲ
待
サ
ル
者
ハ
、
答
杖
以
下
臨
時
処
断
シ
テ
後
奏
聞
ス

レ
ヲ
省
。
レ
ぇ
。
ヘ
句
読
点
J

ノ
・
：
耳
ノ
J

r

手
塚
、

早
急
の
推
問
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
奏
関
前
の
取
調
を
み
と
め
、

ま
た
公
罪
（
公
事
に
関
す
る
誤
っ
た
処
置
の
犯
罪
）
、
過
誤
失
錯
〈
一
般
の
過
失

犯
）
の
答
杖
以
下
の
軽
い
犯
罪
に
は

処
断
後
の
奏
聞
を
み
と
め
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
同
年
十
月
十
三
日
太
政
官
布
告
第
三
百

七
号
を
以
て
、

ふ
た
た
び
改
正
さ
れ
、
処
断
後
の
奏
聞
は
一
切
み
と
め
ず
、
た
だ
必
要
あ
る
場
合
に
、
奏
間
前
の
推
問
の
み
を
み
と
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

勅
奏
官
位
犯
罪
条
例
当
三
月
相
達
置
候
処
左
ノ
通
リ
被
改
候
条
此
段
更
ニ
相
達
候
事

勅
奏
官
位
犯
罪
条
例

凡
勅
奏
官
及
非
職
華
族
罪
ヲ
犯
セ
ハ
、
其
事
由
ヲ
奏
聞
シ
テ
、
旨
ヲ
請
ヒ
、
推
問
ス
ト
雄
モ
、
若
シ
事
急
卒
ニ
出
テ
、
即
時
推
問
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
者
ハ
、
推
問

シ
テ
後
ニ
、
奏
聞
ス
ル
コ
ト
ヲ
聴
ス
。
（
拘
繍
点
）

こ
の
再
改
正
の
形
式
は
、
明
ら
か
に
前
の
改
正
法
を
、
後
の
改
正
法
で
修
正
す
る
と
い
う
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
改
正

で
、
綱
領
原
文
の
変
更
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
た
め
、
改
正
法
を
改
正
す
る
と
い
う
形
式
が
履
ま
れ
た
の
で
あ
る
c

も
し
も
、
前
の

改
正
で
綱
領
の
原
文
そ
の
も
の
が
改
正
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
再
改
正
の
場
合
は
、
そ
の
改
正
済
の
本
文
を
改
正
す
る
と
い
う
意
味
で
、

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

五

（一五）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

一
六

内
一
六
）

「
勅
奏
官
位
犯
罪
条
例
左
ノ
通
リ
改
正
候
条
此
段
相
達
候
事
」
と
か
、

あ
る
い
は

吋
新
律
綱
領
中
勅
奏
官
位
犯
罪
ノ
条
今
般
左
ノ
通
リ
条
例
相
立

候
間
云
々
」
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
筈
で
あ
る
。

（お）

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
名
例
律
「
官
吏
犯
私
罪
」
の
条
に
、

凡
内
外
官
吏
。
私
罪
ヲ
犯
シ
。
及
ヒ
有
心
故
造
シ
テ
：
；
：
徒
刑
ヲ
犯
ス
者
ハ
。
免
職
ニ
止
ム
．

一
般
退
職
の
場
合
と
混
同
す
る
と
い
う
司
法
省
の
主
張
で
（
明
治
五
年
三
月
二
十
五
日
伺
て
明
治

五
年
四
月
日
欠
太
政
官
指
令
を
以
て
そ
れ
を
「
奪
官
」
と
改
称
し
だ
）
。
刑
名
の
変
更
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
条
項
は
、
そ
の
個
所
全
部
の
改

正
が
、
同
年
八
月
二
十
九
日
太
政
官
布
告
第
二
百
四
十
四
号
を
以
て
行
わ
れ
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

と
あ
る
が
こ
の
よ
う
に
「
免
職
」
と
い
う
と

官
吏
犯
私
罪
律
別
紙
ノ
通
改
正
相
成
候
条
以
来
ハ
此
例
ニ
照
シ
処
断
可
致
事

官
吏
犯
私
罪

凡
内
外
官
吏
、
私
罪
ヲ
犯
シ
、
及
ヒ
有
心
故
造
シ
テ
、
杖
刑
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
官
一
等
ヲ
降
シ
、
徒
刑
ヲ
犯
ス
者
ハ
、
免
職
ニ
止
ム
ル
ノ
例
ヲ
改
テ
、
士
族
犯
罪
法

ノ
如
ク
一
体
－
一
間
刑
－
一
処
ス
。
（
拘
概
点
）

こ
こ
に
「
免
職
」
の
文
言
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
太
政
官
指
令
を
以
て
す
る
四
月
の
改
正
で
、
綱
領
本
文
の
字
句
に
は
修
正
が
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
た
実
例
に
よ
り
、
綱
領
に
対
す
る
改
正
は
、
常
に
綱
領
本
文
自
体
に
は
、
な
ん
ら
の
変
更
を
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
綱
領
に
対
す
る
一
部
追
加
の
場
合
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
、
追
加
法
が
出
さ
れ
て
も
、
綱
領
本
文
中
に
、
そ
れ
を
挿
入
す
る
方
法
は
採

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
追
加
法
の
中
に
は
、
と
く
に
綱
領
中
の
追
加
す
べ
き
個
所
の
明
示
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。



ご
の
こ
と
こ
そ
、
挿
入
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
傍
証
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
綱
領
の
中
に
書
き
加
え
な
い
以
上
、

と

く
に
追
加
す
べ
き
個
所
を
、
厳
密
に
指
定
す
る
意
味
は
、
全
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
綱
領
に
対
す
る
改
正
、
追
加
の
た
め
の
太
政
官
布
告
、
太
政
官
指
令
、
司
法
省
布
達
の
類
は
、
そ
れ
自
体
、
形
式
的
に
も
内
容
的

に
も
、
常
に
独
立
性
を
保
持
し
た
と
い
い
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
一
種
の
単
行
法
で
あ
っ
た
と
み
て
も
い
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

は
、
新
律
綱
領
と
全
く
遊
離
し
た
独
立
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
ら
は
新
律
綱
領
本
文
自
体
を
改
正
し
、
ま
た
は
そ

の
本
文
自
体
の
中
に
自
ら
を
追
加
す
る
と
い
う
作
用
は
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
適
用
の
面
で
は
、
新
律
綱
領
と
一

体
と
な
っ
て
適
用
さ
れ
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
実
質
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
綱
領
と
は
密
接
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
わ
が
中
古
の
律
，
の
場
合
、
格
は
律
の
従
属
法
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
新
律
綱
領
の

従
属
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
も
、
そ
れ
が
綱
領
の
一
部
改
正
法
で
あ
る
以
上
、
前
述
の
改
正
法
の
一
般
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ

う
。
し
た
が
っ
て
、
同
布
告
発
布
後
に
お
い
て
も
、
新
律
綱
領
首
巻
獄
具
図
中
か
ら
「
絞
柱
」
の
規
定
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
原
形
の
ま
ま
残
り
、
た
だ
そ
の
効
力
の
み
が
停
止
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（1
）
拙
稿
・
前
掲
・
絞
首
台
・
前
掲
拙
著
・
二
五
五
頁
以
下
。

（2
）
「
法
規
分
類
大
全
」
刑
法
門
。
・
刑
律

0
・
二

O
四
頁
、
二

O
五
頁
。

（3
）
前
掲
書
・
二
三
二
頁
。

（4
）
前
掲
書
・
二
四
五
頁
。

（5
）（
6
〉
前
掲
書
・
二
一
二
頁
．

（7
）
前
掲
書
・
二
一
四
頁
。

（8
）
前
掲
書
・
二

O
二
頁
。

（9
）
前
掲
書
・
二

O
O頁。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

北

（
一
七
U



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

八

（
一
八
V

（
m）
前
掲
書
・
二
四
六
頁
。

（
日
）
「
発
」
は
発
案
の
略
で
あ
ろ
う
。
「
改
正
」
と
註
記
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
太
政
官
部
内
で
改
正
案
が
成
稿
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
結
局
、
発
案
と
同
じ
で
あ
る

診、，，。
（
ロ
〉
前
掲
分
類
大
全
・
二
三
七
頁
。

（
臼
）
前
掲
書
・
二
二
五
頁
。

（M
）
（
臼
）
前
掲
書
・
二

O
一
頁
、
二

O
二
頁
．

（
臼
）
前
掲
書
・
一
一
一
六
頁
。

（
げ
）
前
掲
書
・
二
一
七
頁
。

（
時
）
（
臼
）
支
那
の
律
令
に
お
け
る
格
は
矯
正
法
で
あ
る
が
、
わ
が
中
古
の
律
の
格
は
、
律
令
を
改
正
補
充
す
る
臨
時
法
で
、
そ
れ
は
「
律
令
に
対
す
る
称
呼
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
出
さ
れ
る
形
式
に
は
関
係
し
な
い
。
詔
で
あ
っ
て
も
、
太
政
官
符
で
あ
っ
て
も
、
律
令
の
改
正
補
修
に
関
す
る
も
の
は
、
総
て
律
令
と
の
関
係
に
お
い
て
格
と

呼
ば
れ
る
」
（
石
井
良
助
「
日
本
法
制
史
概
説
」
六
七
頁
）
。
新
律
綱
領
一
部
改
正
、
追
加
の
た
め
の
太
政
官
布
告
、
太
政
官
指
令
、
司
法
省
布
達
は
、
綱
領
に
対
す
る

「
格
」
の
積
り
で
発
布
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。

（
却
）
前
掲
分
類
大
全
・
一
七
八
頁
。

（
幻
）
前
掲
書
・
二
三
九
頁
。

（
幻
）
綾
響
禁
止
と
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
穂
積
陳
重
「
復
讐
禁
止
と
司
法
権
の
独
立
」
（
「
続
法
窓
夜
話
」
・
三
二
二
頁
以
下
〉
参
照
．

（
幻
）
前
掲
分
類
大
全
・
二
四

O
頁。

〈
但
）
前
掲
書
・
二
三
九
頁
、
二
四

O
頁。

（
お
）
前
掲
書
・
一
四
六
頁
、
一
四
七
頁
。

（
お
）
前
掲
書
・
二

O
九
頁
。

（
幻
〉
前
掲
書
・
二
一

O
頁。

（
お
）
前
掲
書
・
一
四
八
頁
。

（mm
）
（
初
）
前
掲
書
・
一
二
四
頁
．

（
む
）
滝
川
政
次
郎
「
日
本
法
制
史
』
（
昭
和
五
年
淑
）
八
七
頁
．



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
監
獄
則
へ
の
編
入

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、
そ
の
発
布
直
後
、
綱
領
の
他
の
改
正
法
に
は
み
ら
れ
な
い
全
く
異
例
の
’
措
置
が
採
ら
れ
た
。
次
の
通

り
で
あ
る
。

明
治
六
年
二
月
二
十
三
日

第
二
十
一
号
府
県

（

2
）
 

今
般
絞
罪
器
械
改
正
図
式
御
頒
布
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
右
図
式
中
製
作
方
法
詳
細
之
儀
ハ
当
省
へ
可
伺
出
此
段
相
達
候
也

司
法
省
布
達

但
図
式
ハ
監
獄
図
式
ニ
加
フ

異
例
の
措
置
と
い
う
の
は
、
こ
の
但
書
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
前
掲
太
政
官
布
告
の
内
容
で
あ
る
「
絞
罪
機
械
改
正
図
式
」
す
な
わ
ち
「
絞

架
」
の
規
定
を
、
当
時
の
行
刑
法
で
あ
っ
た
監
獄
則
の
附
録
「
監
獄
図
式
」
に
追
加
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
司
法
省
布
達
に
よ

り
、
前
掲
太
政
官
布
告
は
、
実
質
的
な
独
立
性
を
失
い
、
そ
の
内
容
は
監
獄
則
附
録
中
に
編
入
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
。
前
節
で
述
べ
た
ご
と

く
、
綱
領
の
一
部
改
正
法
た
る
太
政
官
布
告
は
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
独
立
性
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
そ
の
内
容
全

部
を
他
の
法
律
の
中
に
編
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
措
置
は
考
え
ら
れ
な
い
。
何
と
な
れ

ば
、
現
在
に
お
け
る
或
る
法
律
の
一
部
改
正
法
は
、
形
式
的
に
は
一
つ
の
独
立
し
た
法
律
で
あ
る
が
、
実
質
的
に
み
る
と
、
そ
れ
は
改
正
す
べ
き

原
法
律
の
一
部
分
を
排
除
し
、
そ
れ
と
い
れ
か
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
目
的
を
達
す
れ
ば
、
改
正
法
の
使
命
は
実

（

3
）
 

質
的
に
終
了
す
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
一
部
改
正
法
の
内
容
自
体
を
、
他
の
法
律
に
編
入
す
る
が
ご
と
き
は
、
何
の
意
味
も
も
た
な
い
か
ら

で
あ
る
。

監
獄
則
は
、
明
治
五
年
十
一
月
二
十
九
日
太
政
官
達
第
三
百
七
十
八
号
を
以
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は
全
く
劃
期
的
な

行
刑
を
め
ざ
し
た
法
典
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
は
、
こ
の
編
纂
の
た
め
、
囚
獄
権
正
小
原
重
哉
、
刑
部
大
録
天
野
御
民
、
刑
部
少
録
小
管
栄
備
の

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

九

（一九〉



（二
O）

一
一
一
斜
を
そ
の
前
年
の
二
月
か
ら
八
月
ま
で
、
わ
ざ
わ
ざ
シ
ソ
ガ
ポ
l
ル
、
香
港
に
派
遣
し
て
、
英
国
の
行
刑
を
視
察
さ
せ
た
の
で
あ
丸
問
。
監
獄

則
の
内
容
に
、
英
国
式
行
刑
制
度
の
影
響
が
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
た
め
で
あ
る
。

監
獄
則
問
、
そ
の
冒
頭
に
「
獄
ト
ハ
何
ソ
、
罪
人
ヲ
禁
鎖
シ
テ
之
ヲ
懲
戒
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ
。
獄
ハ
人
ヲ
仁
愛
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
、
人
ヲ
残

虐
ス
ル
者
ニ
非
ス
云
々
」
（
議
点
）
と
い
う
有
名
な
「
緒
言
」
を
お
き
、
興
造
十
二
カ
条
、
繋
獄
一
カ
条
、

i

懲
役
十
二
カ
条
、
疾
病
一
カ
条
、
処

刑
一
カ
条
、
雑
則
一
カ
条
よ
り
成
り
、
各
条
の
分
量
が
非
常
に
多
い
の
で
、
か
な
り
大
部
の
行
刑
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
規
定
内
容
は
甚

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

二
O

だ
く
わ
し
い
。
附
録
の
監
獄
図
式
に
は
、
監
獄
建
築
の
詳
し
い
構
造
図
十
四
葉
、
備
品
図
一
葉
、
外
役
連
鎖
の
見
取
図
一
葉
、
外
役
機
具
、
内
役

工
具
、
内
役
、
外
役
に
関
す
る
各
種
調
査
表
十
五
棄
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
処
刑
」
の
章
の
中
に
、
次
の
ご
と
く
死
刑
に
関
す
る
若
干
の

条
項
が
あ
る
。

刑
場
ハ
監
獄
場
ノ
一
隅
ニ
設
ク
周
囲
其
垣
塙
ヲ
高
ク
シ
其
門
扉
ヲ
厳
ニ
ス

刑
死
ノ
遺
体
ハ
親
戚
乞
フ
者
ア
レ
ハ
之
ヲ
与
フ
乞
フ
者
ナ
ケ
レ
ハ
官
医
ノ
解
剖
ヲ
聴
ス

死
刑
ハ
朝
第
十
字
－
一
之
ヲ
行
フ

大
和
令
節
国
忌
等
ノ
日
ハ
刑
ヲ
行
ハ
ス
又
大
風
雨
及
ヒ
非
常
ノ
天
変
ア
レ
ハ
時
ニ
臨
テ
刑
ヲ
止
ム

死
刑
申
渡
シ
決
放
ニ
至
ル
マ
テ
守
兵
之
ヲ
看
護
ス

こ
の
よ
う
に
、
絞
首
台
と
関
連
す
る
規
定
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
図
式
に
は
監
獄
構
造
の
詳
し
い
図
面
も
あ
る
こ
と
と
て
、
そ
こ
に
絞
首
台
の

図
解
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
否
、
む
し
ろ
当
然
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

他
方
、
前
掲
太
政
官
布
告
の
絞
架
は
、
小
原
重
哉
が
、
自
己
の
持
ち
か
え
っ
た
英
国
式
絞
首
台
の
図
面
を
も
と
に
し
て
作
製
さ
せ
た
も
の
で
あ

（

8
）
 

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
監
獄
則
と
絞
架
は
、
小
原
一
行
の
海
外
出
張
か
ら
生
れ
た
双
生
児
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
両
者
が
合
体
し
た
こ
と
は
、
寒

に
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
司
法
省
当
局
者
は
、
そ
う
し
た
こ
と
も
考
慮
し
て
、
絞
架
の
図
式
を
、
監
獄
則
の
中
に
編
入
し
た



も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
編
入
に
つ
い
て
は
も
若
干
の
疑
問
が
の
こ
る
か
も
知
れ
な
い
骨
そ
れ
は
、
現
在
で
い
え
ば
狭
義
の
法
律
に
該
当
す
る
太
政
官
布
告

を
、
法
務
省
令
に
該
当
す
る
司
法
省
布
達
を
以
て
他
の
法
典
中
に
編
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

る
方
の
監
獄
則
は
太
政
官
達
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
で
い
え
ば
政
令
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
、
今
日
で
は
許
さ
れ
な
い

し
か
も
、
組
入
れ
ら
れ

し
か
し
、
当
時
に
お
い
て
は
、
太
政
官
布
告
、
太
政
官
達
、
司
法
省
布
達
等
の
効
力
的
区
別
が
、
今
日
の
法
律
、
政

（

9
）
 

令
、
省
令
の
そ
れ
ほ
ど
、
明
白
に
了
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
現
に
、
今
日
の
法
律
学
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
内
容
が
当
然
に
法
律
事

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

項
で
あ
り
、
太
政
官
布
告
と
す
べ
き
筈
の
監
獄
則
も
太
政
官
達
を
以
て
発
布
さ
れ
、

ま
た
前
に
述
べ
た
ご
と
く
、
新
律
綱
領
の
一
部
追
加
法
に
司

法
省
布
達
が
あ
っ
た
事
実
こ
そ
は
、
法
令
聞
の
効
力
関
係
が
厳
格
に
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
司
法
省

布
達
を
以
て
、
太
政
官
布
告
を
、
太
政
官
達
の
裡
に
編
入
す
る
こ
と
も
、
当
時
の
立
法
技
術
で
は
決
し
て
不
当
な
措
置
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
こ
れ
ま
で
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
を
論
ず
る
際
、
前
述
の
同
年
司
法
省
布
達
第
二
十
一
号
の
存
在
は
、
私
の
知
る
限
り

で
は
、
全
く
見
落
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
終
戦
後
、

し
ば
し
ば
同
布
告
の
効
力
を
論
じ
て
こ
’
ら
れ
た
向
江
嘩
悦
博
士
の
諸
論
考
に
お
い

て
も
、
そ
れ
に
言
及
さ
れ
て
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
た
め
か
、
本
稿
が
主
題
と
し
て
い
る
最
高
裁
判
所
判
決
が
だ
さ
れ
る
契
機
と

な
っ
た
上
告
趣
意
書
に
お
い
て
も
、

ま
た
、
そ
れ
に
対
す
る
判
決
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
同
布
達
に
関
す
る
説
明
は
、

一
言
半
句
も
み
あ
た
ら
な

ぃ
。
な
お
、
新
律
綱
領
、
改
定

A
M一
が
施
行
中
に
出
版
さ
れ
た
註
釈
書
の
中
に
も
、
絞
架
の
規
定
に
関
連
し
て
同
布
達
を
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、

こ
れ
ま
だ
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
法
令
集
の
類
も
完
備
し
な
い
当
時
、
か
な
ら
ず
L
も
法
律
専
門
家
と
は
思
え
な
い
人
々
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
そ
れ
ら
註
釈
書
が
、
一
つ
の
司
法
省
布
達
を
見
落
し
た
の
は
止
む
を
え
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
在
は
事
情
が
ち
が
っ
て
い

る
。
明
治
初
期
法
令
の
検
索
は
か
な
ら
ず
し
も
困
難
な
作
業
と
は
い
え
な
い
（
伺
、
指
令
の
類
、
下
級
審
の
判
決
等
は
ー
そ
の
探
索
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
が
）
．

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

（

一

一

一

）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

。↓一」
V

あ
る
い
は
寸
法
規
分
類
大
全
」
ー
の
類
に
ょ
う
て
、
容
易
に
そ
の
全
文
を
み
る

（日）

し
か
も
、
前
者
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頭
註
に
「
司
法
省
第
二
十
一
号
参
看
」
と
あ
・
り
、
・
後
者
で
は
、
同
布
告
に
ひ
き
つ
づ
き
問
布

（ロ）

達
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
き
れ
ば
、
同
布
告
に
関
連
す
る
同
布
達
が
、
今
日
ま
で
見
落
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
私
は
全
く
了
解
に
苦
し

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
に
つ
い
て
も
、

「
法
令
全
書
」

こ
と
が
で
き
る
。

む
。
こ
れ
を
微
々
た
る
一
片
の
司
法
省
布
達
と
い
う
な
か
れ
。
こ
の
布
達
こ
そ
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
運
命
を
左
右
し
た
重
大

な
鍵
で
あ
っ
た
と
、
私
は
考
え
る
。

（1
）
前
掲
分
類
大
全
・
二

O
四
頁
以
下
。

（2
）
こ
れ
に
よ
っ
て
、
司
法
省
は
、
絞
架
の
製
作
方
法
は
、
必
要
に
応
じ
て
各
府
県
個
別
に
指
示
す
る
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
省
は
、
絞
架
へ
の
切

り
換
え
に
は
種
々
の
困
難
の
あ
る
こ
と
を
予
期
し
、
漸
進
的
な
切
り
換
え
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
絞
架
完
成
ま
で
は
従
来
の
絞
柱
使
用
を
許
し
た

次
の
指
令
に
よ
っ
て
判
明
す
る
（
法
務
図
書
館
蔵
「
府
県
伺
留
・
明
治
六
年
」
第
四
七
九
号
、
第
四
七
八
号
）
。

絞
罪
器
械
当
分
依
旧
之
伺

今
般
絞
罪
器
械
御
改
正
図
式
御
頒
布
相
成
候
ニ
付
其
製
作
－
一
取
掛
候
得
共
何
分
取
運
兼
候
’
ニ
付
成
形
迄
ハ
従
前
之
器
械
ヲ
以
テ
処
刑
ニ
及
ヒ
不
苦
候
哉
此
段
相
伺
候
也

明

治

六

年

六

月

十

五

日

置

賜

県

七

等

出

仕

高

山

政

康

同

権

参

事

前

島

浩

同

参

事

関

臣

義

司
法
大
輔
福
岡
孝
弟
殿

伺
之
通
同
十
八
日

絞
罪
器
械
之
儀
－
一
付
伺

絞
罪
器
械
御
改
正
図
式
既
ニ
第
六
拾
五
号
御
布
令
－
一
付
仕
立
方
専
ラ
注
意
仕
候
処
右
者
図
上
而
日
ニ
テ
ハ
其
機
ノ
活
用
緩
急
何
分
解
シ
兼
候
意
味
有
之
願
ク
ハ
職
工
之

者
至
急
出
京
申
付
実
器
ニ
就
キ
熟
得
仕
度
考
案
中
今
般
改
定
律
例
御
頒
布
七
月
十
日
ヨ
リ
一
般
御
施
行
之
段
御
布
令
相
成
候
上
ハ
絞
架
モ
即
チ
本
目
前
ニ
設
置
致
ス
可

キ
候
へ
共
万
一
全
備
致
兼
候
中
御
施
行
日
限
済
自
然
絞
罪
処
刑
有
之
候
半
節
者
従
前
器
械
相
用
候
様
仕
度
為
念
可
相
伺
置
旨
県
地
ヨ
リ
申
越
候
間
此
段
奉
伺
候
以
上

明

治

六

年

七

月

四

日

東

京

出

張

三

重

県

十

一

等

出

仕

松

原

中

三

福
岡
司
法
大
輔
殴

問
之
通
同
月
七
日



し
か
し
、
従
来
の
絞
柱
が
「
軽
便
」
且
つ
「
冗
費
」
を
省
く
と
い
う
理
由
で
、
そ
の
継
続
使
用
を
伺
出
た
京
都
府
に
対
し
て
は
、
拒
絶
の
回
答
を
し
て
い
る
か
ら
〈
向

年
七
月
十
二
日
伺
、
八
月
十
七
日
回
答
、
前
掲
書
・
第
四
九
七
号
）
、
絞
架
へ
の
変
更
は
断
行
す
る
企
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
年
秋
に
な
る
と
、
次
の

よ
う
な
伺
、
指
令
も
み
ら
れ
る
（
前
掲
書
・
第
六
五
七
号
）
。

絞
罪
器
械
製
造
方
伺

兼
テ
御
達
有
之
候
絞
罪
器
械
製
造
方
之
義
工
業
之
者
取
調
候
処
別
紙
図
面
之
通
申
出
候
右
ニ
テ
可
然
哉
此
段
相
伺
候
也

明

治

六

年

九

月

廿

二

日

三

重

県

権

参

事

鳥

山

重

信

福
岡
司
法
大
輔
殿

伺
之
通
十
月
四
日

他
方
、
次
の
よ
う
な
伺
、
指
令
も
あ
る
（
近
藤
圭
造
「
皇
朝
律
例
葉
纂
」
明
治
九
年
二
月
・
巻
首
四
五
枚
表
）
．

浜
松
県
伺

絞
架
未
タ
造
構
無
之
内
ハ
従
前
ノ
絞
柱
ヲ
代
用
シ
不
苦
候
哉

伺
之
通
六
年
九
月
五
日

こ
の
頃
に
な
づ
て
も
、
な
お
絞
架
の
製
作
が
完
了
し
た
地
方
と
、
そ
う
で
な
い
地
方
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
．

（3
）
現
在
の
我
が
国
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
の
方
法
は
、
「
之
け
こ
み
」
方
式
と
呼
ば
れ
る
（
林
修
三
「
法
令
用
語
の
常
識
」
一
一
一
一
頁
）
。
な
お
、
一
部
追
加
の
場
合
も
、

広
い
意
味
で
は
一
部
改
正
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「
と
け
こ
み
」
’
方
式
で
あ
り
、
指
定
さ
れ
る
個
所
に
追
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（4
〉
「
太
政
官
日
誌
」
・
明
治
四
年
二
月
二
十
七
日
の
条
。

（5
）
「
司
法
沿
革
誌
」
二
三
具
、
一
四
頁
。

（6
）
正
木
亮
1

新
監
獄
学
」
一
一
五
頁
、
細
川
亀
市
「
日
本
固
有
法
の
精
神
」
四
八
頁
．

（7
）
前
掲
分
類
大
全
・
治
罪
門
伺
・
監
獄
・
六
二
頁
以
下
。

（8
）
拙
稿
・
前
掲
絞
首
台
・
前
掲
拙
著
・
二
五
八
頁
。

（9
）
向
江
氏
は
、
美
濃
部
達
吉
博
士
の
見
解
に
も
と
づ
き
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
｛
前
掲
死
刑
廃
止
論
の
研
究
・
三
七
一
頁
以
下
〉
。
明
治
時
代
の
文
献
で
、

布
告
と
達
と
が
効
力
の
点
で
ほ
と
ん
ど
区
別
が
な
か
っ
た
こ
と
を
、
詳
し
く
指
摘
し
た
も
の
に
、
明
治
三
十
五
年
二
月
「
民
法
雑
誌
」
第
二
六
号
処
載
（
一
頁
以
下
）
の

無
署
名
巻
頭
論
説
「
民
法
施
行
前
に
於
る
婚
姻
及
び
縁
組
の
裁
判
」
が
あ
る
。
こ
の
論
説
で
、
本
来
は
太
政
官
布
告
で
発
布
さ
る
べ
き
も
の
が
、
司
法
省
布
達
で
出
て
い

る
例
と
し
て
訴
訟
入
費
償
却
規
則
〈
九
年
四
月
二
十
二
日
甲
第
五
号
）
と
代
言
人
規
則
（
同
年
二
月
二
十
二
日
甲
第
一
号
V

が
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
、
司
法
省
布
達
を
以
て

太
政
官
布
告
を
実
質
的
に
変
更
し
た
二
、
三
の
実
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

一一一一
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明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

二
四

（
二
四
）

（
m）
小
川
半
七
「
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
合
巻
」
（
明
治
六
年
七
月
）
・
上
巻
五
八
枚
表
以
下
、
近
藤
圭
造
「
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
註
釈
」
（
明
治
七
年
四
月
）
首
巻

巻
一
・
五
一
枚
裏
以
下
、
同
・
前
掲
律
例
嚢
纂
・
巻
首
・
四
六
枚
表
以
下
、
前
本
光
之
助
「
大
日
本
葬
例
註
疏
」
（
明
治
す
戸
一
年
十
月
）
一

O
七
頁
以
下
、
志
賀
二
郎
「
新

律
綱
領
改
定
律
例
改
正
定
例
註
釈
奇
巻
」
（
明
治
十
二
年
二
月
）
九
一
頁
以
市
、
大
野
義
運
「
増
補
新
樟
綱
領
改
定
律
例
改
正
条
例
全
書
」
（
官
令
新
誌
第
六
号
附
録
・
明

治
十
二
年
九
月
）
五
四
頁
以
下
等
、
参
照
。

（
日
〉
「
法
令
全
書
」
明
治
六
年
・
五
九
頁
。
な
お
‘
司
法
省
布
達
第
二
十
一
日
号
は
、
同
書
一
七
一
四
真
説
下
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

〈
ロ
）
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門

0
・
刑
律
白
・
二

O
六
頁
、
二

O
七
頁
。

（
日
）
こ
の
司
法
省
布
達
第
二
十
一
号
で
、
絞
架
図
式
を
監
獄
図
式
の
中
に
「
加
ア
」
と
い
う
意
味
は
、
た
だ
形
式
的
に
追
加
が
宣
言
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に

編
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
監
獄
則
は
「
律
」
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
場
合
は
、
「
追
加
」
の
宣
言
で
あ
る
か
ら
、

実
質
的
に
追
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
の
意
味
も
も
た
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
実
質
的
に
編
入
さ
れ
た
も
の
と
、
私
は
理
解
す
る
．

四

改
定
律
例
と
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
と
の
関
係

明
治
六
年
司
法
省
布
達
第
二
十
一
条
発
布
の
後
ち
約
五
カ
月
を
経
た
明
治
六
年
七
月
十
日
、
新
律
綱
領
に
次
ぐ
刑
法
典
で
あ
る
改
定
律
例
（
周

年
六
月
十
三
日
太
政
官
布
告
第
二
百
六
号
で
発
布
）
が
施
行
さ
れ
た
。
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、

こ
の
改
定
律
例
と
ど
ん
な
点
で
関
連
が

あ
る
の
か
、
次
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
は
、

ま
ず
改
定
律
例
編
纂
の
趣
旨
、
す
な
わ
ち
律
例
と
新
律
綱
領
と
の
関
係
、

お
よ

び
律
例
と
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き
た
新
律
綱
領
改
正
、
追
加
法
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
に
説
明
し
た
ご
と
く
前
掲
太
政

官
布
告
は
、
綱
領
の
一
部
改
正
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（

1
）
 

改
定
律
例
編
纂
の
趣
旨
は
、
次
の
前
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
般
別
冊
改
定
律
例
ヲ
頒
布
候
条
来
ル
七
月
十
日
ヨ
リ
一
般
施
行
可
致
就
テ
ハ
偽
造
宝
貨
ノ
犯
人
即
決
所
断
地
方
官
ニ
御
委
任
相
成
居
候
処
自
今
被
廃
止
従
前
単

行
頒
布
ノ
律
例
及
ヒ
律
案
指
令
等
A

モ
一
切
岡
且
ヨ
リ
援
引
不
相
成
綱
領
新
例
ニ
正
条
無
之
者
ハ
更
ニ
可
伺
且
百
且
以
下
懲
役
犯
人
服
役
致
、
ヅ
難
キ
地
方
ハ
答
杖
実

決
不
苦
候
条
此
旨
相
達
候
事



「
偽
造
宝
貨
ノ
犯
人
云
々
」
と
寸
百
日
以
下
懲
役
犯
人
云
々
」
の
件
は
、
本
稿
と
直
接
の
関
係
が
な
い
の
で
説
明
を
省
き
、
こ
こ
で
は
「
従
前

単
行
頒
布
／
律
例
及
ヒ
律
案
指
令
等
モ
・
：
：
援
引
不
相
成
」
の
意
味
を
次
に
解
明
し
て
み
た
い
。

「
援
引
不
相
成
」
と
い
う
の
は
失
効
の
意
味
で
あ
る
。

（

2
）
 

ス
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
。

ωリ

廃
止
と
み
て
も
よ
い
。

法
規
分
類
大
全
の
編
者
は
、
「
消
滅
ス
」
ま
た
は
「
廃

。
「
従
前
単
行
頒
布
ノ
律
例
」
と
あ
る
は
、
綱
領
に
対
す
る
改
正
、
追
加
の
た
め
の
太
政
官
布
告
、
司
法
省
布
達
を
指
す
。
そ
れ
ら
が
失

効
し
た
の
で
あ
る
。

日
開

「
律
案
指
令
」
と
あ
る
は
、
鶏
姦
条
例
（
五
年
十
一
月
十
三
日
太
政
官
指
令
）
、

等
外
吏
私
罪
噴
罪
例
図
〈
六
年
三
月
二
十
七
日
太
政
官
指
令
）
、
閏

刑
条
例
（
六
年
四
月
四
日
太
政
官
指
令
）
、

（
同
前
）
等
を
指
す
。
こ
れ
ら
は
、
五
年
七
月
、
改
定
律
例
の
原
案
を
、
司
法
省
が
上
申
し
た
以
後
に
お
い
て
、

犯
罪
自
首
条
例
（
同
前
）
、
過
失
殺
傷
収
臆
例
（
六
年
五
月
十
七
日
太
政
官
指
令
）
、
改
正
雇
人
盗
家
長
財
物
律

さ
ら
に
追
加
の
必
要
を
み
と
め
、

原
案
を
呈
し
て
太
政
官
か
ら
「
伺
之
通
」
と
の
指
令
を
得
、
律
例
原
案
へ
の
増
補
が
確
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
「
律
案
」
に
対

す
る
「
指
令
」
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
改
定
律
例
施
行
以
前
に
お
い
て
す
で
に
施
行
さ
れ
て
い
た
法
令
で
は
な
く
、
前
以
て
a

認
可
さ

れ
た
律
例
草
案
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
施
行
さ
れ
た
改
定
律
例
の
条
文
と
多
少
異
な
る
も
の
も
あ
る
の
で
（
例
え
ば
前
掲
犯
罪
自
首
条
例

と
改
定
律
例
第
五
九
条
以
下
と
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
）
、
念
の
た
め
、
そ
れ
ら
が
施
行
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

倒

「
律
案
指
令
等
」
と
あ
る
「
等
」

の
中
に
、
当
然
入
る
べ
き
も
の
に
、
太
政
官
指
令
を
以
で
し
た
新
律
綱
領
改
正
、
追
加
法
と
、
同
じ

く
太
政
官
指
令
を
以
で
し
た
綱
領
の
条
項
に
対
す
る
一
種
の
有
権
解
釈
が
あ
る
。
前
者
応
つ
い
て
は
、
前
節
で
詳
述
し
た
。
後
者
の
例
と
し
て

の
条
の
「
無
官
僧
徒
」
の
意
味
は
、
「
一
寺
住
職
ノ
僧
」
に
限
定
す
る
と
い
う
明
治
五
年
三
月
二
十
七
日
太

政
官
指
令
（
同
年
三
月
二
十
日
月
法
省
伺
）
、
雑
犯
律
「
失
火
」
の
朱
め
「
公
癖
」
に
は
市
官
員
拝
借
ノ
官
舎
」
を
ふ
く
む
と
し
た
明
治
六
年
月

日
欠
太
政
官
指
令
（
同
年
四
月
九
日
司
法
省
伺
）
な
ど
が
あ
る
。
ぞ
う
し
た
二
種
類
の
太
政
官
指
令
の
効
力
も
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、

ωに
述

は
、
名
例
律
「
有
官
僧
徒
犯
罪
」

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

二五

（二五）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

ニムパ

（
一
一
ム
ハ
）

ベ
た
「
単
行
頒
布
ノ
律
例
」
の
場
合
か
ら
類
推
し
て
、

至
極
当
然
で
あ
る
。
法
規
分
類
大
全
の
編
者
は
、
そ
の
よ
う
な
太
政
官
指
令
を
掲
載
し

た
個
所
の
頭
註
に
、
「
六
年
六
月
布
告
第
二
百
六
号
改
定
律
例

F

一
億
テ
消
滅
ス
」
あ
る
い
は
「
六
年
六
月
布
告
第
二
百
六
号
改
定
律
例
ニ
依
テ

廃
ス
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
寒
に
妥
当
な
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書
の
一
つ
で
あ
る
「
新
律
附
例
解
補
正
」
に
よ
る
と
、
「
律
案
指
令
〈
律
例
ノ
公
釈
ナ
リ
」
と
し
、
「
律

案
指
令
」
と
い
う
言
葉
を
、
私
が
前
に
述
べ
た
有
権
解
釈
的
太
政
官
指
令
の
意
味
に
使
用
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
使
用
法
が
当
時
一
般
的
に
行

わ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
種
類
の
太
政
官
指
令
は
、
停
に
述
べ
た
「
律
案
指
令
」
の
中
に
ふ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
結
果
は
同
じ
で
あ
る

U

要
す
る
に
、
改
定
律
例
の
施
行
に
よ
っ
て
、
新
律
綱
領
の
改
正
、
追
加
法
で
あ
る
太
政
官
布
告
、
太
政
官
指
令
、
司
法
省
布
達
、

そ
し
て
ま
た

有
権
解
釈
を
行
っ
た
太
政
官
指
令
等
は
、
一
切
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
改
定
律
例
そ
の
も
の
が
）
そ
う
し
た
も
の
を

集
大
成
し
、
さ
ら
に
増
補
す
べ
き
も
の
は
増
補
し
、
修
正
す
べ
き
も
の
は
修
正
し
、
条
文
態
に
ま
と
あ
た
法
典
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
述
の
措
置
は

当
然
で
あ
ろ
う
。
私
が
、
こ
れ
ま
で
実
例
と
し
て
あ
げ
た
綱
領
の
一
部
改
正
、
追
加
法
並
び
に
綱
領
の
有
権
解
釈
を
行
っ
た
太
政
官
指
令
の
中
、

主
な
る
も
の
が
、

どのように改定律例の中に編入されたかを示すと、次の通りである。

年 ノ年四月、 年

月 八月
法

一一
日

害事太政官布告第八

ムμ 

名

号
ー号

一

生樟例条:k 者被殴樟究13. 

を廃「
事

族除テシ

と庶人

名改為ト

ス 項
t』

一 一 一
追加律雑犯 ー条闘律殴 部正改例名律

改

部正改祖被段'--文「

正

失火' 刑閏
追

カ日

の の の
条 条 $1J 

の

改
第 第

第 定
七

一 一
一一 一

条四
律

条 条
例

一 一 一 一一

れた杖刑;o; 
容内同じ 容内同じ

比

外司君

容内同じ改に

較め



五
年
五
月
十
四
日
太
政
官
指
令

五
年
六
月
九
日
太
政
官
指
令

五
年
三
月
二
十
七
日
太
政
官
指
令

六
年
三
月
十
五
日
司
法
省
布
達
第
三
六
号

「一｜一一「－1一一一
老｜住「 1 盗 lす華
少 ｜職無｜ 大 ｜る土
療｜」官 l杷｜族
疾｜にノ｜神｜ の
収 ｜限僧｜ 御 I 賭
贈 ｜ る 」 ｜ 物 ｜ 博
条｜は l条｜を
例｜「 l例｜閏

-I I 刑
寺｜！と

一語尾僧徒犯罪」一

扇
舟
F
』

第
一
八
条

第
一
二
三
条

第
二
六
条

第
九
二
条

「一一一一「一一
右｜の内｜更jf!Jj 内
に ｜修容｜あ名｜ 容
同 l正同｜りそ｜ 同
じ｜あじ｜ の｜ じ

り、｜他
字｜に
句 l 多
に｜少
多｜の
少｜変

名
例
律
「
閏
刑
」
の
条

部
改
正

賊
盗
律
「
盗
大
祖
神
御

物
」
の
条
に
追
加

も
ち
ろ
ん
、
律
例
の
条
文
は
、
前
に
も
一
言
し
た
ご
と
く
、
そ
う
し
た
過
去
の
改
正
、
追
加
法
の
整
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
た
に
綱
領
の
改

E
、
増
補
を
行
っ
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
全
般
的
に
律
例
は
綱
領
に
比
較
す
る
と
、
法
定
刑
が
軽
く
な
っ
て
い
る
の
が
め
だ
っ
。

以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
定
律
例
の
性
格
、
使
命
は
、
大
体
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
わ
が
中
古
の
律
に
対
し
、
時

（叩）

に
応
じ
て
編
纂
さ
れ
た
格
式
、
例
え
ば
弘
仁
格
式
、
貞
観
格
式
の
類
に
該
当
す
る
。
そ
れ
ら
は
「
歴
代
発
布
の
格
式
を
編
纂
、

（

U
）
 

に
ま
と
め
た
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
の
法
典
の
形

き
れ
ば
、
改
定
律
例
が
施
行
さ
れ
た
明
治
六
年
七
月
十
日
の
時
点
に
お
い
て
存
在
し
た
刑
事
実
体
法
は
、
原
文
の
ま
ま
の
新
律
綱
領
と
、
そ
し

て
改
定
律
例
で
あ
っ
た
。
律
例
の
前
文
に
「
綱
領
新
例
－
一
正
条
無
之
者
ハ
吏
－
一
可
伺
」
と
あ
る
は
、
そ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
重

復
す
る
条
項
に
つ
い
て
は
、
新
律
綱
領
の
効
力
が
停
止
せ
し
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
改
定
律
例
編
纂
の
経
緯
を
前
提
と
し
て
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
を
考
え
る
と
、
も
し
も
そ
れ
が
律
例
施

行
の
時
ま
で
独
立
し
て
存
続
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
律
例
の
施
行
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
律
例
首
巻
改
正
獄
具
図
中
に
、
当

（

ロ

）

（

日

）

然
組
み
入
れ
ら
れ
た
警
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
そ
う
し
た
措
置
が
採
ら
れ
ず
、
同
獄
具
図
の
条
に
、

絞
柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
ニ
換
フ
其
図
及
法
ハ
絞
架
図
ニ
別
具
九

明
治
六
年
太
政
宕
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

二
七

（二七）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

八

〈
二
八
）

と
い
う
規
定
が
お
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
前
節
で
述
べ
た
ご
と
く
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、
す
で
に
効
力

を
失
い
、
そ
の
内
容
は
、
監
獄
則
の
中
に
編
入
さ
れ
て
い
た
の
で
、

い
ま
い
ち
ど
、
律
例
の
中
に
、

そ
の
図
式
を
吸
収
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

ま

た
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
規
定
全
体
は
、
「
監
獄
則
を
み
よ
」
と
い
う
意
味
の
単
な
る
注
意
規
定
で
は
な
い
。
「
絞

柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
一
一
換
フ
」
と
い
う
前
段
は
、
綱
領
の
絞
柱
を
廃
止
し
て
あ
ら
た
に
絞
架
を
採
用
し
た
こ
と
を
、
改
め
て
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
律
例
の
性
格
か
ら
み
れ
ば
当
然
で
あ
る
。
こ
う
し
た
規
定
を
お
か
な
け
れ
ば
、
綱
領
中
に
残
存
し
て
い
る
絞
柱
の
失
効
が
明
示
さ
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
其
図
及
法
ハ
絞
架
図
ニ
別
具
ス
」
と
い
う
後
段
は
、

具
体
的
な
構
造
と
執
行
方
法
は
、

律
例
で
は
な
い
別
の
法
令

i
i

実
際
に
は
監
獄
則
ー
ー
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
は
全
く
の
注
意
規
定
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
し
た
文
言
が

な
く
て
も
、

と
く
に
支
障
は
な
い
。
あ
た
か
も
、
懲
役
場
の
構
造
に
関
し
て
は
、
律
例
中
に
「
監
獄
則
に
定
む
」
と
い
う
規
定
が
な
く
て
も
、
当

然
、
監
獄
則
に
よ
っ
て
設
備
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
律
例
の
同
規
定
の
意
味
を
考
察
す
る
際
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
、
そ

れ
に
拠
る
べ
き
こ
と
を
示
し
た
注
意
規
定
と
み
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
栗
田
正
氏
は
「
明
治
六
年
六
月
一
三
日
太
政
官
布
告
二

O
六
号
改
定

律
例
が
制
定
さ
れ
て
前
記
新
律
綱
領
と
共
に
併
存
施
行
さ
れ
る
に
及
び
、
布
告
二

O
六
号
首
巻
に
：
：
：
『
絞
柱
ヲ
廃
シ
絞
架
－
一
換
フ
其
図
及
ヒ
法

ハ
絞
架
図
ニ
別
具
ス
』
と
あ
る
が
、
結
局
布
告
二

O
六
号
首
巻
は
布
告
六
五
号
の
補
充
規
定
に
す
ぎ
ず
、
布
告
六
五
号
は
引
き
続
き
綱
領
及
び
律

例
各
所
定
の
絞
刑
の
執
行
方
法
に
関
す
る
規
定
と
し
て
存
続
し
云
一
ご
と
い
わ
れ
て
い
る
。
仮
に
栗
田
氏
の
ご
と
く
・
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号

が
、
改
定
律
例
施
行
の
時
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
み
と
む
る
と
し
て
も
、
律
例
前
文
が
明
示
す
る
ご
と
く
、

一
切
の
綱
領
改
正
法
の
効
力
が

否
認
さ
れ
た
中
に
あ
っ
て
、
布
告
第
六
十
五
号
の
み
が
な
ぜ
律
例
施
行
後
ま
で
効
力
を
持
続
し
た
の
か
、
そ
の
点
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ
る
。
私
が
前
節
で
指
摘
し
た
明
治
六
年
司
法
省
布
達
第
二
十
一
号
の
存
在
に
は
全
く
ふ
れ
や
す
、
そ
し
て
ま
た
、
改
定
律
例
の
全
般
的
性

格
も
考
慮
せ
ず

l
iそ
れ
が
た
め
律
例
前
交
の
趣
旨
が
見
落
さ
れ
て
い
る

l
l明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
と
、
改
定
律
例
首
巻
改
正
獄



百
六
図
の
「
別
具
ス
」
の
規
定
だ
け
を
並
列
的
に
対
比
し
、
直
に
結
論
を
ひ
か
れ
た
栗
田
氏
の
見
解
に
は
、

が
大
き
く
欠
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

明
治
初
期
法
制
に
対
す
る
歴
史
的
考
察

（1
〉
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門

0
・
刑
律
同
・
二
五
六
頁
。

（2
）
例
え
ば
、
前
掲
書
・
刑
律

0
・
二
二
五
頁
、
二
二
六
頁
参
照
．

〈3
）
前
掲
書
・
刑
律
同
・
三

O
九
頁
l
＝
二
三
頁
。

（4
）
前
掲
書
i

刑
律
∞
・
二
一
五
真
。

（5
）
前
掲
書
・
二
四
六
頁
。

（6
）
例
え
ば
、
前
掲
書
・
二
四
六
頁
、
二
一
五
頁
参
照
。

（7
）
高
橋
秀
好
「
新
律
附
例
解
補
正
」
（
明
治
九
年
四
月
版
、
十
一
年
十
月
版
）
例
則
．

（8
）
錯
雑
し
た
改
正
、
追
加
法
を
整
理
、
統
一
し
、
以
て
法
令
検
索
の
便
を
計
る
の
も
、
改
定
律
例
編
纂
の
一
つ
の
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
．

A
9
）
条
文
態
を
採
用
し
た
点
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
継
受
で
あ
り
、
わ
が
刑
法
典
と
し
て
は
、
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
な
お
、
改
定
律
例
と
い
う
名
称
は
、
大
清
律
例

（
東
川
徳
治
「
支
那
法
制
史
論
」
一
二
九
一
頁
以
下
参
照
）
の
名
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
叩
）
弘
仁
格
式
は
、
弘
仁
十
年
（
八
一
九
年
）
、
大
宝
二
年
以
来
の
格
と
式
を
蒐
集
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
ま
た
、
貞
観
格
式
は
、
貞
観
十
年
（
八
六
八
年
）
、
弘
仁
以
後

の
そ
れ
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
格
は
前
述
の
ご
と
く
、
律
令
の
改
正
、
追
加
法
で
あ
る
が
、
式
は
律
令
の
施
行
細
則
で
あ
る
。

（U
）
石
井
・
前
掲
法
制
史
概
説
・
六
五
頁
。

〈
ロ
）
綱
領
、
律
例
の
註
釈
書
の
中
に
は
、
，
絞
架
が
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
せ
ず
、
律
例
改
正
獄
具
図
の
条
に
「
絞
架
全

．
図
」
を
掲
げ
て
い
る
も
の
が
あ
る
（
例
え
ば
、
小
川
・
前
掲
合
巻
・
五
八
枚
表
、
近
藤
・
前
掲
合
巻
註
釈
・
首
巻
巻
一
・
五
一
枚
裏
、
山
本
・
前
掲
註
疏
・
一

O
七
頁
、

志
賀
・
前
掲
註
釈
合
巻
・
九
一
頁
、
大
野
・
前
掲
全
書
・
五
四
頁
等
）
。
こ
れ
で
は
、
律
例
の
中
に
「
絞
架
」
が
編
え
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
誤
解
を
あ
た
え
る
。
否
、
編

者
自
身
、
そ
う
し
た
誤
解
を
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
高
橋
・
前
掲
解
補
正
は
、
九
年
四
月
版
、
十
一
年
十
月
版
共
に
．
「
獄
具
図
略
」
と
し
て
、
「
絞
柱
」

「
絞
架
」
両
図
式
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
図
形
印
刷
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
避
け
た
も
の
で
・
あ
ろ
う
。

（
臼
）
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門

0
・
刑
律
同
・
二
七
一
頁
。

（M
）
栗
田
・
前
掲
解
説
・
前
掲
法
曹
時
報
・
一
三
九
頁
。

（
日
）
も
し
も
、
改
定
律
例
に
「
別
具
ス
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
か
ら
、
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
が
ひ
き
つ
づ
き
効
力
を
も
っ
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
改
定
律
例
は
、
前

文
を
以
て
一
切
の
太
政
官
布
告
〈
綱
領
の
改
正
法
）
の
効
力
を
否
認
し
、
他
方
、
「
別
具
ス
』
で
そ
の
中
の
一
部
の
効
力
を
是
認
す
る
と
い
う
矛
盾
を
犯
し
た
こ
と
に
な

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

二
九

ハ
二
丸
ν



府
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

。

会
ニ

O
V

り
、
説
明
が
つ
か
な
い
。

（
日
）
栗
田
氏
は
最
高
裁
判
所
調
査
官
で
あ
り
、
そ
の
見
解
は
、
本
稿
の
主
題
た
る
最
高
裁
判
所
判
決
阻
重
要
な
資
料
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
本
文
で
述
べ
た
点

は
、
寒
に
惜
し
ま
れ
る
。五

「
絞
架
」
図
式
の
消
滅

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
が
編
入
さ
れ
た
監
獄
則
は
、
そ
の
内
容
の
余
り
に
も
進
歩
的
な
る
が
故
に
、
発
布
当
初
（
明
治
五
年
十
一
月
〉

よ
り
、
全
面
的
即
時
施
行
は
到
底
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
も
、
次
の
ご
と
く
部
分
的
施
行
が
唱
わ

〈

1
）

れ
て
い
る
。

今
般
監
獄
則
並
図
式
御
頒
布
相
成
候
尤
一
般
ノ
監
獄
一
時
御
改
造
相
成
兼
候
ニ
付
追
テ
東
京
府
下
ニ
於
テ
造
築
可
相
成
候
間
各
地
方
ニ
於
テ
ハ
禁
囚
所
遇
及
懲
役

方
ノ
ミ
先
以
規
則
ノ
通
施
行
可
致
事

す
な
わ
ち
、
未
決
拘
禁
の
処
遇
と
、
懲
役
方
法
の
み
を
先
ず
実
施
し
、
そ
の
他
の
規
定
は
、
そ
の
施
行
を
将
来
に
の
ば
し
て
い
た
も
の
で
あ

る。
従
来
の
答
、
杖
刑
に
代
え
る
べ
き
懲
役
は
、
す
で
に
明
治
五
年
四
月
の
懲
役
例
図
（
太
政
官
布
告
第
百
十
三
号
）
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
、

設
備
の

都
合
で
実
施
で
き
な
い
地
方
に
つ
い
て
の
み
、
答
、
杖
刑
の
存
続
が
ゆ
る
さ
れ
て
い
た
。
懲
役
例
図
の
懲
役
は
、

答
杖
刑
十
種
（
十
か
ら
百
ま
で
）

に
対
応
す
る
十
種
（
十
日
か
ら
百
日
ま
で
〉
で
、
最
高
百
日
ま
で
の
比
較
的
軽
い
懲
役
刑
だ
け
で
あ
る
。

監
獄
則
所
定
の
懲
役
は

そ
う
し
た
百
日

以
下
の
懲
役
刑
の
み
な
ら
ず
、
徒
刑
五
種
（
一
年
、
一
年
半
、
二
年
、
二
年
半
、
三
年
）
、
準
流
三
種
（
五
年
、
七
年
、
十
年
）
並
び
に
明
治
五
年
三
月
二
十

（

4
）
 

日
太
政
官
指
令
（
四
年
十
二
月
二
十
六
日
司
法
省
伺
）
を
以
て
新
設
さ
れ
た
終
身
懲
役
を
対
象
に
し
、
そ
の
処
遇
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
綱
鋲

所
定
の
徒
刑
、
流
刑
の
刑
名
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、

た
だ
監
獄
則
に
よ
っ
て
そ
れ
を
執
行
す
る
際
、
そ
れ
ら
も
懲
役
と
呼
ば
れ
た
わ
け
で
あ
る
。



の
結
果
、
次
の
ご
と
く
明
治
六
年
四
月
八
日
太
政
官
達
第
百
二
十
九
号
を
以
て
、

し
か
し
、
監
獄
則
所
定
の
禁
囚
処
遇
お
よ
び
懲
役
法
は
．
何
分
に
も
多
額
の
経
費
を
必
要
と
し
た
の
で
、
大
蔵
省
か
ら
異
議
が
提
出
さ
れ
、
そ

そ
の
実
施
が
中
止
さ
れ
た
。

壬
申
第
三
百
七
十
八
号
布
告
監
獄
則
並
図
式
ヲ
頒
布
シ
且
禁
囚
所
遇
及
懲
役
法
ノ
ミ
先
可
致
施
行
旨
相
達
置
候
処
御
詮
議
ノ
次
第
有
之
ニ
付
当
分
総
テ
従
前
ノ
通

可
取
計
候
此
旨
更
ニ
相
達
候
事

こ
の
中
止
は
「
我
国
獄
制
発
達
は
こ
こ
に
一
大
頓
挫
を
来
た
す
に
至

1
U」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
う
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
達
の
発
令
に
先
立
つ
こ
と
約
二
カ
月
、
監
獄
則
の
中
に
編
入
さ
れ
て
い
た
「
絞
架
」
図

式
が
．
こ
の
達
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け
た
か
否
か
の
点
で
あ
る
。

前
掲
達
の
趣
旨
は
、
監
獄
則
所
定
の
禁
囚
所
遇
と
懲
役
法
の
実
施
を
取
り
止
め
、

「
従
前
ノ
通
」
と
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
、

監
獄
則
そ
の
も
の

の
効
力
を
全
般
的
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
絞
架
」
図
式
の
実
施
に
は
影
響
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
禁
囚
所
遇
と
懲
役
法
の
実
施
を
切
望
し
た
司
法
省
は
、
前
掲
太
政
官
達
に
ひ
き
、
つ
づ
き
、
次
の
二
つ
の
達
を
発
布
し
た
。

明
治
六
年
四
月
十
九
日

第
六
十
一
号

（

8
）
 

第
百
二
十
九
号
ヲ
以
テ
壬
申
第
三
百
七
十
八
号
御
布
告
監
獄
則
並
ニ
図
式
ヲ
頒
布
シ
且
ツ
禁
囚
所
遇
及
ヒ
懲
役
法
ノ
ミ
先
可
施
行
旨
相
達
候
処
御
詮
議
之
次
第
有

（

9
）
 

之
ニ
付
当
分
総
テ
従
前
之
通
可
取
計
旨
御
布
告
相
成
候
処
其
地
方
ニ
ヨ
リ
監
獄
建
築
無
之
ト
モ
禁
囚
所
遇
及
懲
役
ノ
ミ
施
行
之
儀
便
利
之
地
ニ
於
テ
ハ
監
獄
則
ニ

司
法
省
達

依
リ
施
行
可
然
事

司
法
省
達
制
強
迫
一
切
月

Em四
日

禁
囚
所
遇
及
ヒ
懲
役
法
ノ
ミ
便
利
ノ
地
ニ
於
テ
ハ
監
獄
則
ニ
依
リ
施
行
可
然
旨
当
省
第
六
十
一
号
ヲ
以
テ
及
布
達
置
候
処
右
ハ
施
行
上
ニ
於
テ
別
段
官
費
－
一
係
一
フ

サ
ル
様
可
致
更
ニ
為
心
得
此
旨
相
達
候
事

司
法
省
と
し
て
は
、
前
掲
太
政
官
達
が
だ
さ
れ
た
原
因
は
、
経
済
的
な
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
費
用
が
か
か
ら
な
い
範
囲
で
は
、
禁
囚
所
過
お

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

4’h 一一一一、、d



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
方
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よ
び
－
懲
役
法
の
実
施
を
可
能
と
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
司
法
省
達
を
以
て
太
政
官
達
の
内
容
を
変
更
し
た
も
の
と
み
て

、
、
。

B
h
w

、L
Vこ

の
よ
う
に
、
監
獄
則
は
寒
に
変
則
的
な
状
態
で
施
行
が
つ
づ
け
ら
れ
た
が
、
明
治
八
年
に
至
り
、
囚
人
給
与
規
則
（
同
年
一
月
十
四
日
太
政
官
達

（日）

第
八
裂
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
十
四
年
の
在
監
人
給
与
規
則
（
同
年
三
月
十
八
日
太
政
官
達
第
十
三
号
）
に
改
ま
り
、
ま
た
同
年
・
在
監
人
傭

工
銭
規
則
（
同
年
七
月
二
十
二
日
太
政
官
達
第
六
十
四
号
）
も
制
定
さ
れ
た
。
と
く
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
実
質
的
に
は
い
ず
れ
も
監
獄
則
の
一

部
改
正
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
年
九
月
十
九
日
太
政
官
達
第
八
十
一
号
を
以
て
、
あ
た
ら
し
い
監
獄
則
が
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
前
文
は
、
次
の

（臼）

通
り
で
あ
る
。

｛
傭
か
）

明
治
五
年
達
監
獄
則
及
本
年
三
月
第
十
三
号
達
在
監
人
給
与
規
則
同
七
月
第
六
十
四
号
達
在
監
人
雇
工
銭
規
則
ヲ
合
セ
テ
別
冊
ノ
通
監
獄
則
相
定
候
条
此
旨
相
達

候
事

こ
れ
に
よ
り
、
明
治
五
年
監
獄
則
の
廃
止
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
あ
た
ら
し
い
監
獄
則
は
、
全
百
十
一
ニ
カ
条
よ
り
成
り
、
末
尾
に
、

懲
治
人
名
籍
、

未
決
者
名
籍
、

己
決
者
名
籍
、

仮
出
獄
之
証

票
、
囚
徒
服
役
時
限
表
等
の
ヒ
ナ
形
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
明
治
五
年
監
獄
則
に
み
ら
れ
た
監
獄
図
式
は
一
切
削
除
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
立
法

者
が
、
な
ぜ
、
そ
う
し
た
も
の
を
削
除
し
た
か
は
知
る
に
由
な
い
が
、
同
年
十
二
月
二
十
二
日
内
務
省
達
乙
第
六
十
三
号
を
以
て
、
監
獄
則
第
十

七
条
の
覆
面
巾
（
未
決
囚
の
使
用
す
る
も
の
）
、
同
第
百
九
条
の
罰
具
（
無
期
徒
刑
囚
の
罰
具
で
鉄
丸
を
附
し
た
一
種
の
欽
）
の
詳
し
い
図
解
が
定
め
ら
れ
た
こ

と
か
ら
推
測
す
る
と
、
前
掲
監
獄
図
式
に
あ
っ
た
よ
う
な
監
獄
構
造
お
よ
び
備
品
の
図
解
等
は
余
り
に
も
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

一
応

太
政
官
達
た
る
監
獄
則
か
ら
削
り
、

も
し
も
必
要
と
あ
ら
ば

太
政
官
達
よ
り
も
下
級
の
法
令
〈
例
え
ば
前
述
の
例
の
ご
と
く
内
務
省
達
）
を
以
て
定

む
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
絞
架
」
図
式
が
、
監
獄
図
式
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
以
上

監
獄
図
式
の
消
滅
と
共
に
、

監
獄
則
の
中
か
ら
そ
の
姿
を
消



A

店
V

し
た
こ
と
は
、
争
い
え
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
の
後
、
司
法
省
達
そ
の
他
の
法
令
に
よ
っ
て
事
そ
の
図
式
が
ふ
た
た
び
制
定
さ
れ
た
形
跡
は
全
く

‘、、。
元
し

（お）

な
お
、
明
治
十
四
年
監
獄
則
に
は
、
死
刑
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
規
定
が
み
ら
れ
る

9

第
三
十
二
条

死
刑
ノ
執
行
ハ
午
前
第
十
時
ヲ
過
ル
ヲ
得
ス
其
執
行
中
ハ
看
守
ヲ
シ
テ
厳
ニ
刑
場
ノ
門
戸
ヲ
護
ラ
シ
ム
ヘ
シ

其
遺
骸
ハ
死
相
ヲ
験
シ
タ
ル
後
何
ホ
二
分
時
ヲ
過
サ
レ
ハ
埋
葬
若
ク
ハ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
三
条

刑
死
者
又
ハ
死
亡
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
年
月
日
時
ヲ
記
シ
典
獄
ヨ
リ
本
籍
ノ
戸
長
及
ヒ
近
地
ノ
親
属
若
ク
ハ
故
旧
ニ
通
知
ス
ヘ
シ
其
監
署
－
一
領
置
シ

タ
ル
貨
物
ハ
親
属
甲
一
下
付
ス
若
シ
親
属
ナ
キ
ト
キ
ハ
遺
骸
ヲ
領
取
シ
タ
ル
故
旧
ニ
之
ヲ
下
付
ス
但
死
者
ノ
身
ニ
纏
ヒ
タ
ル
衣
服
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

親
属
遠
地
ニ
在
テ
物
品
ヲ
送
付
ス
ル
ニ
入
費
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
其
物
品
ヲ
販
売
シ
テ
代
価
ヲ
逓
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
送
費
ハ
親
属
ノ
自
弁
ト
ス

若
シ
其
物
件
文
ハ
代
価
ヲ
受
ク
ヘ
キ
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
没
収
ス

第
四
十
一
条

死
刑
場
ハ
監
獄
ノ
一
問
問
ニ
設
ケ
堵
壁
ヲ
以
テ
外
見
ヲ
防
ク
ヘ
シ

第
七
十
九
条

死
者
ノ
親
属
若
ク
ハ
故
旧
第
三
十
三
条
ニ
記
載
シ
タ
ル
時
限
ヨ
リ
二
十
四
時
以
内
－
一
在
テ
遺
骸
ノ
下
付
ヲ
請
フ
ト
キ
ハ
之
ヲ
許
シ
其
者
ヲ
シ
テ
簿

冊
ニ
署
名
押
印
又
ハ
花
押
セ
シ
ム
ヘ
シ

遺
骸
ヲ
請
フ
親
属
故
旧
ナ
キ
ト
キ
ハ
棺
ニ
入
テ
仮
葬
シ
其
上
－
一
氏
名
標
ヲ
建
ツ
ヘ
シ
其
標
ハ
約
ネ
面
三
寸
長
三
尺
五
寸
ト
ス

第
八
十
八
条

死
刑
ノ
執
行
及
ヒ
徒
刑
流
刑
禁
獄
ノ
刑
ヲ
受
タ
ル
囚
徒
ヲ
集
治
監
ニ
押
送
ノ
以
前
親
属
故
旧
其
囚
徒
ニ
面
会
セ
シ
ト
請
フ
ト
キ
ハ
前
条
第
一
項
ノ

例
ニ
依
テ
之
ヲ
許
ス
但
面
会
ノ
時
間
ハ
五
十
分
時
ヲ
過
ル
ヲ
得
ス

第
八
十
七
条

在
監
人
ニ
接
見
セ
ン
ト
請
フ
者
ア
ル
ト
キ
ハ
典
獄
先
ツ
之
ニ
面
接
シ
テ
其
氏
名
族
籍
営
業
等
ヲ
訊
ヒ
其
縁
由
ヲ
詳
悉
シ
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ノ
事
状
ア

リ
テ
形
跡
ノ
疑
フ
ヘ
キ
コ
ト
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
許
シ
看
守
長
看
守
並
濯
テ
面
会
セ
シ
ム
但
密
室
－
一
在
ル
者
ハ
接
見
ヲ
許
サ
ス

面
会
ノ
時
間
ハ
三
十
分
時
ヲ
過
ル
ヲ
得
ス
若
シ
面
会
ヲ
詰
ヒ
シ
旨
趣
－
一
違
フ
談
話
ヲ
ナ
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
之
ヲ
停
止
ス

こ
れ
ら
の
規
定
に
ほ
、

「
絞
架
」
の
文
字
は
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
「
絞
架
」
の
帰
趨
を
推
測
す
る
手
が
か
り
は
残
念
な
が
ら
つ
か
め
な
い
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
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そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
「
絞
架
」
図
式
は
、

わ
が
成
文
法
か
ら
消
滅
し
た
。
こ
の
事
実
を
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
い
ま
い
ち

ど
、
改
定
律
例
改
正
獄
具
図
の
規
定
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
絞
架
」
図
式
の
監
獄
則
か
ら
の
削
除
が

直
に
律
例
の
右
の
規
定
の
削
除
を

意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
再
録
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

絞
柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
ニ
換
フ
其
図
及
法
ハ
絞
架
図
ニ
別
具
ス

も
し
も
、
こ
の
規
定
全
体
を
単
な
る
注
意
規
定
と
み
る
な
ら
ば
｜
｜
「
絞
首
台
に
関
し
て
は
別
に
之
を
定
む
」
と
い
う
意
味
l
l
i
「
絞
架
」
図

式
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
文
の
実
質
的
意
味
は
失
わ
れ
る
。
そ
し
て
新
律
綱
領
本
文
中
に
効
力
を
停
止
し
た
ま
ま
残
存
し
て
い
た
絞
柱
の
規

定
が
復
活
し
、

ふ
た
た
び
効
力
を
も
つ
に
至
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
絞
柱
が
復
活
し
た
形
跡
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
解
釈
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

前
に
私
が
述
べ
た
ご
と
く
、
右
規
定
の
前
段
は
、
絞
柱
の
廃
止
を
唱
い
、
絞
架
の
採
用
を
宣
言
し
た
規
定
で
あ
り
、
そ
の
後
段
は
、
絞
架
の
図

解
が
監
獄
則
の
中
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
注
意
規
定
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

い
ま
や
そ
の
図
式
が
消
滅
し
た
。

そ
れ
が
た
め
、
右
注
意
規
定
の
実

質
的
意
味
も
失
わ
れ
た
。
し
か
し
「
絞
柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
－
一
換
フ
」
の
規
定
ま
で
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
「
絞
架
」
と
は
ど
ん
な
構
造

の
も
の
か
と
い
う
成
文
法
的
裏
付
け
が
な
く
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

「
絞
架
」
と
呼
ば
れ
る
絞
首
台
は

現
に
各
地
に
存
在
す
る
。
こ
の
事
実
が

存
す
る
以
上
、
「
絞
柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
一
一
換
プ
」
と
い
う
規
定
だ
け
あ
れ
ば
、
十
分
で
あ
る
と
、
当
時
の
立
法
者
は
考
え
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

要
す
る
に
、
「
絞
架
」
図
式
は
消
滅
し
て
も
、
律
例
の
「
絞
柱
ヲ
廃
シ
テ
絞
架
ニ
換
フ
」
の
規
定
は
、
従
前
通
り
有
効
に
生
き
て
お
り
、
「
絞
架
」

の
構
造
だ
け
が
既
定
の
事
実
に
委
ね
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
規
定
も
、
明
治
十
五
年
一
月
一
、
目
、
旧
刑
法
の
施
行
に
伴
い
、
改
定
律
倒
の
廃
止
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
。

そ
れ
以
後
は
、

絞

架
」
と
い
う
言
葉
自
体
も
、
単
な
る
事
実
上
の
用
語
と
な
っ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

1
）
 

前
掲
分
類
大
全
・
治
罪
門
局
・
監
獄
・
六
二
頁
＠



（2
）
未
決
拘
禁
処
遇
と
懲
役
法
以
外
は
施
符
を
停
止
中
の
監
獄
則
に
編
入
さ
れ
た
「
絞
架
」
図
式
も
、
当
然
施
行
が
停
止
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
有
効
に
施
行
中
の
法
令
を
編
入
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
は
と
く
に
施
行
を
停
止
す
る
旨
の
明
示
が
な
い
限
り
、
施
行
が
継
続
し
た

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（3
）
前
掲
分
類
大
全
・
五
六
頁
。

（4
〉
前
掲
書
・
刑
法
門
付
・
刑
律
∞
・
一
九
九
頁
i
二
O
O頁
。
こ
の
指
令
で
は
、
終
身
苦
役
と
呼
ぶ
刑
種
を
、
流
の
上
、
絞
の
下
に
定
め
た
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
実

際
に
法
定
刑
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、
明
治
六
年
二
月
八
日
太
政
官
布
告
第
四
十
三
号
を
以
で
し
た
犯
姦
律
の
改
正
（
前
掲
書
・
二
四
四
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
「
終
身
苦
役
」
が
、
監
獄
則
の
名
称
に
合
せ
「
終
身
懲
役
」
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。

（5
〉
前
掲
分
類
大
全
・
治
罪
門
片
岡
・
監
獄
・
一

O
七
頁
。

（6
）
辻
敬
助
「
日
本
近
世
行
刑
史
稿
」
下
巻
・
三
頁
。

（7
）
前
掲
分
類
大
全
・
一
一
一
ニ
頁
、
一
一
四
真
。

（8
）（
9
）
「
布
告
」
で
は
な
く
「
達
」
で
あ
る
。
こ
こ
三
も
、
両
者
の
混
同
が
み
ら
れ
る
（
本
稿
二
一
頁
参
照
）
．

（
叩
）
前
掲
分
類
大
全
・
三

O
八
頁
．

（
日
）
前
掲
書
・
三
四
三
頁
。

（
ロ
）
前
掲
書
・
一
五
七
頁
。

（
臼
〉
前
掲
書
・
二
ハ
ニ
質
。

（U
）
前
掲
書
・
一
九
三
頁
。

（
日
）
「
紋
架
」
図
式
が
、
監
獄
図
式
中
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
疑
い
も
成
立
つ
か
も
知
れ
な
い
．
も
し
も
、
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
立
法
者
の
重
大
な
過
誤
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
パ
本
文
で
は
、
そ
う
し
た
過
誤
は
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
て
立
論
し
た
。

（
日
〉
前
掲
分
類
大
全
・
一
六
七
頁
｜
一
七
六
頁
。

（
げ
）
現
在
の
絞
架
は
、
地
下
絞
架
式
（
地
下
堀
割
式
）
で
あ
っ
て
、
叶
絞
架
」
図
式
に
み
ら
れ
る
屋
上
絞
架
式
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
た
と
え
明
治
六
年
太
政
官
布
告

第
六
十
五
号
の
存
続
を
み
と
め
た
と
し
て
も
、
在
お
、
現
在
の
方
法
は
法
令
違
反
と
み
る
見
解
を
生
む
所
以
で
あ
る
（
本
稿
四
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
「
絞
架
」
図
式
制
定

当
初
か
ら
ぜ
そ
れ
と
寸
分
違
わ
な
い
構
造
の
も
の
が
要
請
さ
れ
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
な
い
で
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
口
絵
に
掲
載
し
た
制
定
当
初
の
絞

架
写
生
図
は
、
図
式
と
は
些
少
の
点
で
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
図
式
は
一
つ
の
典
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
機
構
に
変
化
の
な
い
限
り
で

は
、
全
体
的
構
造
に
多
少
の
ち
が
い
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
み
と
め
る
趣
旨
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
護
れ
る
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

五

〈
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五
）



明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

／、

（一一一六）

....r.... ノ、
む

す

び

以
上
に
説
明
し
た
ご
と
く
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、
現
行
法
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
そ
の
有
効
性
を
是
認
し
た
最
高
裁
判

所
判
決
は
、
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
結
論
で
あ
る
。
私
見
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

付

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
は
、
新
律
綱
領
一
部
改
正
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
新
律
綱
領
は
「
律
」
系
統
の
刑
法
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
改
正
様
式
は
、
現
行
法
の
ご
と
く
「
な
だ
れ
こ
み
方
式
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
布
告
は
形
式
的
に
も
実
質
的
に
も
独
立
の

法
令
で
あ
る
。

明
治
六
年
司
法
省
布
達
第
二
十
一
号
に
よ
り
、
同
布
告
は
、
明
治
五
年
監
獄
則
の
附
録
「
監
獄
図
式
」
の
中
に
編
入
さ
れ
、
そ
れ
自
体

の
効
力
は
失
わ
れ
た
。
同
布
告
所
定
の
「
絞
架
」
図
式
は
、
監
獄
図
式
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

。＠
 
明
治
六
年
改
定
律
例
は
、
新
律
綱
領
改
正
、
追
加
の
一
切
の
法
令
の
効
力
を
否
認
し
、
そ
の
大
部
分
を
吸
収
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
す

を
採
用
す
る
と
い
う
明

「
絞
架
」

で
に
監
獄
則
に
編
入
済
の
右
布
告
を
編
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
綱
領
所
定
の
「
絞
柱
」
を
廃
し
、

示
規
定
を
お
き
、
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
別
の
法
令
に
ゆ
ず
る
旨
の
注
意
規
定
を
お
い
た
。

倒

明
治
十
四
年
九
月
、
監
獄
則
は
新
法
と
交
代
し
た
。
新
監
獄
則
で
は
、
「
絞
架
」
図
式
を
ふ
く
む
一
切
の
監
獄
図
式
が
削
除
さ
れ
た
。

「
絞
架
」
図
式
の
成
文
法
的
裏
付
け
は
、
こ
の
時
限
り
消
滅
し
た
。

伺

改
定
律
例
所
定
の
「
絞
架
」
の
規
定
は
、
な
お
生
き
て
お
り
、

た
だ
そ
の
構
造
は
、
既
定
の
事
実
に
委
ね
ら
れ
た
。

内

改
定
律
例
は
、
明
治
十
五
年
一
月
、
旧
刑
法
の
施
行
に
よ
っ
て
失
効
し
た
。
そ
れ
以
後
は
、
「
絞
架
」
と
い
う
名
称
の
裏
付
け
も
、
成

文
法
か
ら
は
消
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
明
治
二
十
二
年
七
月
十
二
日
勅
令
第
九
十
三
号
監
獄
則
第
三
七
条
二
項
に
「
刑
死
者
ハ
死
相
ヲ
除
シ
タ
ル
後
初
ホ
五
分
時
ヲ
過
キ
サ



レ
ハ
其
遺
骸
ヲ
絞
架
ヨ
リ
解
下
シ
之
ヲ
埋
葬
シ
若
ク
ハ
下
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
」
と
レ
う
規
定
が
あ
り
、
「
絞
架
」
の
文
字
が
み
ら
れ
る
。

の
条
文
は
、
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
の
一
部
を
改
正
し
た
（
解
下
す
ま
で
の
時
間
を
二
分
か
ら
五
分
に
延

長
）
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

ヨー

、ー・

「
絞
架
」
と
い
っ
て
い
る
の
は

改
定
律
例
存
続
中
の
名
称
が
、
律

例
廃
止
後
も
事
実
上
の
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
呼
び
名
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
り
、
単
に
「
絞
首
台
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
同
条
の
後
身
で
あ

る
明
治
四
十
一
年
三
月
十
八
日
法
律
第
二
十
八
号
監
獄
法
第
七
二
条
は
「
死
刑
ヲ
執
行
ス
ル
ト
キ
ハ
絞
首
ノ
後
死
相
ヲ
検
シ
仰
ホ
五
分
時
ヲ
経
ル

ニ
非
サ
レ
ハ
絞
縄
ヲ
解
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
絞
架
」

と
い
う
名
称
に

成
文
法
的
裏
付
け
の
な
い
こ
と
に
気
付

き
、
そ
の
名
称
を
削
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

元
来
、
明
治
初
期
法
制
の
検
討
に
は
、
現
行
法
と
は
異
な
る
特
殊
の
立
法
事
情
の
存
在
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
法

令
の
検
索
に
は
、
多
少
の
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
出
来
る
限
り
遺
漏
な
き
を
期
す
べ
き
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿
の
主
題
た
る
最
高
裁
判
所
判

也
八
占
i
h

、

j

t

 そ
う
し
た
点
で
、
準
備
不
足
の
感
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
明
治
六
年
司
法
省
布
達
第
二
十
一
号
が
全
く
見
落
さ
れ
て
い
る

こ
、
と
は
、

そ
れ
が
重
要
な
役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
な
お
一
一
層
、
そ
の
感
を
ふ
か
く
す
る
。
将
来
、
最
高
裁
判
所
が
ふ
た
た
び
明
治

六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
の
問
題
を
採
り
あ
げ
る
機
会
あ
ら
ば
、
そ
の
と
き
こ
そ
、
周
到
な
準
備
の
も
と
で
、
判
断
を
く
だ
さ
れ
る

よ
う
、
私
は
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。
そ
の
際
、
未
熟
な
私
見
を
述
べ
た
本
稿
が
、
な
に
ほ
ど
か
の
参
考
と
な
る
な
ら
ば
、
私
と
し
て
は
望
外
の

倖
せ
で
あ
る
。

（

1
）
例
え
ば
、
栗
田
・
前
掲
解
説
・
前
掲
法
曹
時
報
・
一
四

O
頁
。
伊
藤
・
前
掲
論
文
・
前
掲
警
察
研
究
・
一
一
頁
。
な
お
、
最
高
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
藤
田
八
郎
裁

判
官
の
補
足
意
見
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

（

2
）
絞
首
台
の
具
体
的
構
造
に
つ
い
て
は
、
成
文
法
的
一
裏
付
け
が
必
要
な
の
か
ど
う
か
、
も
し
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
を
以
て
す
べ
き
か
、
命
令
を
以
て
す
べ
き

か
。
最
高
裁
判
所
は
、
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
一
応
の
判
断
は
下
し
て
い
る
が
、
な
お
、
異
見
も
あ
ろ
う
．
し
か
し
、
そ
う
し
た
問
題
は
、
現
行
刑
事
法
の
学
者
が

論
ず
べ
き
も
の
故
、
私
は
た
ち
入
ら
な
い
。

明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

七
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明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力

八

（三
A

）

後
記

昭
和
三
十
七
年
四
月
二
十
九
日
、
本
塾
大
学
に
て
開
催
さ
れ
た
第
十
四
団
法
制
史
学
会
総
会
に
お
い
て
、
私
は
、
本
稿
と
同
じ
題
名
の
研
究
報
告
を
行
つ

士
（
そ
の
要
旨
は
、
「
法
制
史
研
究
」
第
十
三
号
三
二
一
一
良
以
下
参
照
）
。
本
稿
は
、
そ
の
と
き
の
原
稿
を
加
筆
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
十
一
月
二
十
八
日
V


